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表
題
に
掲
げ
た
光
武
帝
期

(二
五
～
五
七
)
の
官
制
改
革
は
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
で
は
必
ず
し
も
重
視
さ
れ
て
こ
な
か

っ
た

。
し
か
し

な
が
ら
、
近
年
の
漢
代
史
研
究
に
お
い
て
は
、
前
漢
末
～
後
漢
初
に
か
け
て
官
制

・
礼
制
な
ど
の
諸
改
革
が
進
展
し
、
国
家

の
体
制
が
儒
家

思
想

の
枠
組
み
に
も
と
つ
い
て
再
編
さ
れ
た
と
い
う
見
解
が
提
出
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
代
表
的
な
も
の
と
し
て
は
、

元
帝
初
元
三
年

(前
四

六
)

～
明
帝
永
平
二
年

(後
五
九
)
に
か
け
て

「古
制
」
・
「古
典
」
に
も
と
つ
く
国
制
が
整
備
さ
れ
、
礼
制
と
法
制
と
の
入
り
組
み
構
造

と
い
う
中
国
固
有

の
伝
統
的
な
上
部
構
造
が
こ
の
時
期
に
形
成
さ
れ
た
と
す
る
渡
辺
信

一
郎
氏

、
元
帝
期
以
降
に
お
け
る
礼
制

・
官
制
の

諸
改
革
に
よ
り
儒
家

の
主
張
す
る
礼
制
が
形
成
さ
れ
、
こ
の
礼
制
を
受
容
し
た
漢

の
皇
帝
は

「受
命
天
子
」
と
し
て

の
権
威
を
獲
得
し
た
と

す
る
保
科
季
子
氏

、
漢
代
の
支
配
機
構
が
成
帝
繧
和
元
年

(前
八
)
の
印
綬
制
度

の
改
革
に
よ
り

「封
建
擬
制
」

(官
長
が
封
建
制
に
お

け
る
諸
侯
に
擬
せ
ら
れ
、
官
僚
制
が
封
建
制
に
擬
え
ら
れ
る
こ
と
)
と
い
う
か
た
ち
を
と

っ
た
と
す
る
阿
部
幸
信
氏

、
章
帝
建
初
四
年

(七

九
)

の
白
虎
観
会
議
に
も
と
つ
く

『
白
虎
通
義
』

の
内
容
と
当
時
の
国
家
制
度
と
が
密
接
な
関
係
を
も

っ
て
い
た
と
す
る
渡
邉
義
浩
氏

な

ど
、
諸
氏
の
研
究
が
挙
げ
ら
れ
る
。

た
だ
し
、
右
に
挙
げ
た
諸
研
究
で
着
目
さ
れ
て
い
る
の
は
、
渡
邉
義
浩
氏
を
除
け
ば
、
主
に
前
漢
末
～
王
莽
新
に
お
け
る
諸
改
革
で
あ
る
。

つ
ま

り
、
光
武
帝
が
建
国
し
た
後
漢
に
つ
い
て
は
、
独
自
の
展
開
が
見
出
さ
れ
る
と
い
う
よ
り
、
前
漢
末
以
降

の
潮
流
を
受
け
継
い
で
い
る

光

武

帝

期

の

官

制

改

革

と

そ

の

影

響

は

じ

め

に

植

松

慎

悟



と
い
う
面
が
強
調
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
前
漢
末
～
後
漢
初
に
お
け
る
国
家
体
制
の
再
編
に
注
目
す
る
研
究
に
お

い
て
、
と
く
に
そ
の

一

翼
を
担
う
官
制
に
つ
い
て
言
え
ば
、
当
該
期
の
官
制
が
実
際
に
は
如
何
に
機
能
し
た
の
か
と
い
う
点
、
前
漢
か
ら
後
漢
に
か
け
て
官
制
が
如

何
に
変
遷
し
た
の
か
と
い
う
点
な
ど
は
必
ず
し
も
十
分
に
解
明
さ
れ
て
い
る
訳
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

さ

て
、
官
制
史
上
の
展
開
を
理
解
す
る
う
え
で
、
重
要
な
指
摘
を
行

っ
て
い
る
の
が
和
田
清
氏
で
あ
る
。
か
つ
て
和
田
氏
は
、
中
国
史
に

お
け

る
官
制
発
達
の
過
程
に
見
ら
れ
る
特
色
と
し
て

「官
制
の
波
紋
的
循
環
発
生
」
を
提
唱
さ
れ
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
和
田
氏
は
、

天
子
の
側
近
の
私
的
の
微
臣
が
次
第
に
権
力
を
得
て
、
表
面
の
大
官
を
墜
し
、
や
が
て
之
に
取

つ
て
代
る
と
、

又
そ
の
裏
面
に
私
的
な

実
権
者
を
生
じ
、
そ
れ
が
発
達
し
て
表
面
の
大
官
と
な
り
、
絶
え
ず
之
を
繰
返
す
こ
と
で
あ
る
。

と
説

明
さ
れ
て
い
る

(以
下
、
こ
の
所
説
を

「波
紋
的
循
環
発
生
」
論
と
称
す
)
。
和
田
氏
は
そ
の
具
体
例
と
し

て
、
中
央
官
制
で
は
宰

相
の
変
遷

(秦
漢

の
丞
相
、
隋
唐

の
尚
書

・
中
書

・
門
下
、
宋
の
宰
相
同
平
章
事

・
同
中
書
門
下
平
章
事
、
翰
林
学

士
院

・
枢
密
使
、
元
の

中
書
省

・
丞
相
、
明
の
内
閣
大
学
士
、
清
の
軍
機
処
大
臣
)、
地
方
官
制
で
は
地
方
長
官
の
変
遷

(秦
漢
の
郡
太
守
と
州
刺
史
、
魏
晋
南
北

朝
の
持
節
都
督
、
隋
唐

宋
の
諸
使
、
明
清

の
総
督

・
巡
撫
)
を
示
さ
れ
て
い
る
。

こ
の

「波
紋
的
循
環
発
生
」
論
に
対
し
、
冨
田
健
之
氏
は

つ
ぎ
の
よ
う
な
二
つ
の
問
題
点
を
指
摘
さ
れ
て
い
る

。
そ
の

一
は
、
「波
紋

的
循
環
発
生
」
論
で
は
中
国
官
制
の

「発
達
」
が
単
な
る
量
的
拡
大
の
歴
史

へ
と
綾
小
化
さ
れ
て
し
ま
い
か
ね
ず
、

中
国
官
制
の
質
的
発
展

が
解

明
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
こ
と
、
そ
の
二
は
、

「波
紋
的
循
環
発
生
」
論
は

一
種
の

「結
果
」
論
で
あ
り
、
官
制
史
上
の
展
開
が
当
該
時

代
に
お
い
て
も

つ
意
義
も
、
さ
ら
に
は
そ
の
総
体
と
し
て
の
中
国
官
制
の
歴
史
的
意
味
も
解
明
で
き
な
い
で
あ
ろ
う

こ
と
で
あ
る
。
そ
の
う

え
で
、
冨
田
氏
は
漢
代
に
お
け
る
内
朝

・
外
朝
お
よ
び
尚
書
の
問
題
を
取
り
上
げ
、
中
央
政
府
の
国
政
担
当
機
能

の
実
態
に

つ
い
て
追
究
さ

れ
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、
前
漢
の
武
帝
期
以
降
、
三
公

(前
漢
で
は
丞
相
)
以
下
の
官
僚
機
構
が
国
政
運
営
機
能

を
高
め
る

一
方
、
尚
書

は
皇
帝
と

一
体
化
し
た
官
房
機
能

(皇
帝
官
房
)
を
担

い
、
皇
帝
は
こ
の
尚
書
を
通
じ
て
組
織
的
に
三
公
以
下
の
官
僚
機
構
を
統
御
運
用
し
、

そ
れ

に
よ

っ
て
国
政
を
運
営
し
て
い
く
新
し
い
支
配
体
制
が
前
漢
後
期
か
ら
後
漢
前
半
期
に
か
け
て
形
成
さ
れ
、
そ

の
確
立
は
順
帝
期

(
一

二
六
～

一
四
四
)
に
求
め
ら
れ
る
と
す
る

(氏
は
こ
の
新
し
い
支
配
体
制
を
尚
書
体
制
と
呼
称
す
る
)
。



「波
紋
的
循
環
発
生
」
論
は
中
国
官
制
の
発
達
過
程
を
通
史
的
に
、
か

つ
各
時
代
の
中
央
官
制

・
地
方
官
制
を
概
括
的
に
捉
え
て
導
き
出

さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
中
国
官
制
の
歴
史
的
展
開
を
理
解
す
る
う
え
で
、
大
き
な
有
効
性
を
も
つ
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の

一
方
で
、
冨
田

氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
「波
紋
的
循
環
発
生
」
論
で
は
必
ず
し
も
重
視
さ
れ
て
は
い
な
い
、
中
国
官
制
の
質
的
発
展
、
あ
る
い
は
各
時
代

に
お
け
る
官
制
史
上
の
展
開
が
も

つ
個

々
の
意
義
に

つ
い
て
研
究
を
深
化
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。

本
稿

の
取
り
上
げ
る
漢
代
に
お
い
て
は
、
先
に
述
べ
た
如
く
前
漢
末
～
後
漢
初
に
お
け
る
国
家
体
制
の
再
編
に
お
け
る
官
制
の
具
体
相
に

つ
い
て
、

い
ま
だ
検
討
の
余
地
が
残
さ
れ
て
い
る
。

一
方
、
冨
田
氏
は
、
宰
相
た
る
三
公
と
は
異
な
る
役
割
を
期
待
さ
れ
て
い
た
皇
帝
官
房

と
し
て
の
尚
書
に
着
目
し
、
前
漢
後
期
か
ら
後
漢
前
半
期
と
い
う
長
期
的
な
観
点
か
ら
尚
書
体
制
の
形
成
を
明
ら
か

に
さ
れ
て
い
る
。
本
稿

で
は
冨
田
氏

の
騨
尾
に
付
し
つ
つ
、
漢
代
に
お
け
る
官
制
の
質
的
発
展
に
つ
い
て
二
つ
の
点
か
ら
再
検
討
を
加
え
て
み
た
い
。
そ
の

一
は
中

央
官
制
と
地
方
官
制
の
両
者
を
考
察
し
、
両
者
の
関
連
性
を
解
明
す
る
こ
と
、
そ
の
二
は
漢
代
の
官
制
史
上
に
お
け
る
光
武
帝
期
の
画
期
性

を
解
明
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
際
、
本
稿
の
考
察
に
お
い
て
筆
者
は
冨
田
氏
が
中
心
的
な
考
察
対
象
と
し
た
尚
書
と
と
も
に
、
こ
れ
ま
で

拙
稿

で
論
じ
て
き
た
地
方
官
制
の
州
刺
史
に

つ
い
て
も
着
目
し
よ
う
と
思
う
。
漢
代
に
お
い
て
、
刺
史
を
長
官
と
す
る
州
は
そ
の
監
察
機

能
を
も
と
に
、
地
方
行
政
の
中
心
的
役
割
を
果
た
し
て
い
た
郡
県
と
は
異
な
る
側
面
か
ら
地
方
統
治
に
寄
与
し
て
い
た
と
言
え
る
が
、
筆
者

は
こ
う
し
た
刺
史

の
役
割
は
、
中
央
官
制
に
お
い
て
尚
書
が
宰
相
と
し
て
の
三
公
と
は
異
な
る
役
割

(皇
帝
官
房
)
を
果
た
し
て
い
た
展
開

と
通
底
す
る
も
の
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
中
央
の
尚
書
と
地
方
の
刺
史
と
は
国
家
構
造
の
変
容
に
対

応
し
足
並
み
を
合
わ
せ
て
皇
帝
を
輔
翼
す
る
も
の
と
し
て
立
ち
現
れ
て
き
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
明
確
に
組
織
と
し
て
確
立

さ
れ

て
く
る
の
が
両
漢
交
替
期

に
お
け
る
群
雄
割
拠
の
状
況
を

へ
て
、
後
漢
と
い
う
統

一
帝
国
が
再
建
さ
れ
た
光
武
帝
期
な
の
で
は
な

い

か
。
筆
者
は
こ
の
よ
う
な
見
通
し
を
も

つ
の
で
あ
る
が
、
本
稿
は
そ
れ
が
光
武
帝
に
よ
る
皇
帝
親
政
の
も
と
、
確
立

さ
れ
て
い
く
具
体
相
を

明
ら

か
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

如
上
の
よ
う
な
問
題
意
識
の
も
と
、
本
稿
で
は
そ
れ
を
、
三
公
と
尚
書
を
中
心
と
す
る
中
央
官
制
、
郡
県
と
州
を
中
心
と
す
る
地
方
官
制

の
順

に
考
察
し
、
両
者

の
関
連
性
に
注
目
し
つ
つ
、
光
武
帝
期
の
官
制
改
革
が
も
つ
歴
史
的
意
義
を
明
ら
か
に
す
る
。



こ
れ
ま
で
漢
代
の
中
央
官
制
に

つ
い
て
は
、
宰
相
た
る
三
公
と
元
来
皇
帝
の
秘
書
官
で
あ

っ
た
尚
書
と
の
関
係
が

国
政
運
営
に
お
い
て
ど

の
よ
う
に
展
開
し
た
の
か
と
い
う
点
が
、
そ
の
重
要
な
論
点

の

一
つ
で
あ

っ
た
。
故
に
、
本
節
で
も
光
武
帝
期
に
お
け
る
中
央
官
制
の
う
ち
、

三
公
と
尚
書
を
取
り
上
げ
る
。

従
来
、
武
帝
期
以
降
、
国
政

の
実
権
が
三
公
以
下
の
官
僚
機
構

(外
朝
)
か
ら
尚
書
を
中
心
と
す
る
内
朝

へ
移
行

し
、
そ
の
結
果
、
外
朝

は
単

な
る
執
行
機
関
化
し
た
と
さ
れ
る

。
こ
れ
に
対
し
、
近
年
の
研
究
で
は
三
公
は
内
朝
に
実
権
を
奪
わ
れ
た
と
さ
れ
て
き
た
が
、
実
際

に
は
漢
代
を
通
じ
て
国
政
運
営

の
中
心
的
役
割
を
果
た
し
て
い
た
と
す
る
点

、
内
朝
と
外
朝
は
必
ず
し
も
対
立
関
係
に
あ

っ
た
の
で
は
な

く
、
相
互
補
完
的
な
関
係
に
あ

っ
た
と
す
る
点

な
ど
か
ら
見
直
し
が
図
ら
れ
て
い
る
。
筆
者
は
こ
の
見
解
に
賛
同
す
る
も
の
で
あ
る
が
、

そ
の
よ
う
な
展
開
の
な
か
で
光
武
帝
期
を
視
点
の
中
心
に
据
え
た
と
き
、

つ
ぎ
に
述
べ
る
二

つ
の
大
き
な
変
化
を
看
過
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
。

そ
の

一
は
宰
相
制
度
の
丞
相
か
ら
三
公

へ
の
改
制
、
そ
の
二
は
前
漢
の
皇
帝
側
近
集
団
を
構
成
し
た
内
朝
官
の
改
廃
で
あ
る
。

前
者
に

つ
い
て
は
、
本
来
、
漢
制
で
は
丞
相
が
百
官
の
長
と
し
て
官
僚
機
構
を
主
宰
し
て
い
た
の
に
対
し
、
成
帝

の
綴
和
元
年

(前
八
)

以
降

、
三
人
の
宰
相
が
並
立
す
る
三
公
制
に
改
め
ら
れ

、
後
漢
も
そ
れ
を
継
承
し
た
。
し
か
し

一
方
で
、
紙
屋
正
和
氏
は
章
帝
期

(七
六

～
八
八
)
以
降
、
三
公
が
行
政
、
と
り
わ
け
地
方
行
政
に
対
し
て
責
任
を
と
ら
な
い
と
い
う
傾
向
が
強
く
な
る
と
指
摘
し
た
う
え
で
、
そ
の

原
因

の

一
つ
と
し
て

「後
漢
で
は
三
公
が
分
野
別
に
分
掌
し
て
い
る
だ
け
に
、
横
の
連
絡
が
頻
繁
に
と
ら
れ
な
け
れ
ば
、
か
え

っ
て
無
責
任

体
制

に
な
る
」
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
(已
。
こ
う
し
た
宰
相
制
度

の
変
化
が
中
央
官
制
の
あ
り
方
に
ど
の
よ
う
に
波
及

し
て
い
っ
た
の
か
と
い

う
点

に

つ
い
て
は
、
三
公
の
重
要
性
を
評
価
す
る
近
年
の
研
究
に
お
い
て
も
十
分
に
解
明
さ
れ
て
い
な
い
の
で
は
な

い
か
と
思
わ
れ
る
。
そ

こ
で
、
後
漢
の
三
公
制
は
光
武
帝
期
に
如
何
な
る
狙
い
の
も
と
に
構
築
さ
れ
た
の
か
と
い
う
点
に

つ
い
て
、
両
漢
交
替
期
に
お
け
る
戦
乱
か

ら
出
発
し
た
光
武
帝
政
権

の
視
点
よ
り
再
検
討
し
た

い
。

一

光

武

帝

期

の

中

央

官

制

三

公

と

尚

書

-



先

に
述
べ
た
よ
う
に
、
近
年
、
三
公
の
重
要
性
を
評
価
す
る
研
究
が
見
受
け
ら
れ
る
が
、
実
は
そ
う
し
た
研
究
に
お
い
て
も
、
光
武
帝
が

三
公
を
軽
視
し
て
い
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
童
。
確
か
に
国
政
に
厳
格
な
態
度
で
臨
ん
だ
光
武
帝

の
様
子
は
史
書
に
散
見
す
る
こ
と
か

ら
、

光
武
帝
が
三
公
個
人
に
対
し
て
厳
し
い
態
度
を
と

っ
て
い
た
点
は
認
め
ら
れ
る
。
そ
の
う
え
で
、
本
項
で
は
光
武
帝
が
三
公
と
い
う
宰

相

の
存
在
を
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
よ
う
と
し
て
い
た
の
か
と

い
う
点
に
注
意
を
払
い
つ
つ
、
光
武
帝
期
に
お
け
る
三
公
制
の
実
態
を
明
ら

か
に
す
る
。

ま
ず
、
『
後
漢
書
』
の
撰
者

・
萢
曄
は

『
後
漢
書
』
伝

一
六

宋
弘
列
伝
の
論
に

つ
ぎ
の
よ
う
に
記
し
て
い
る

(以
下
、
煩
を
避
け
、
『
後

漢
書
』
か
ら
の
史
料
引
用
に
際
し
、
書
名
を
省
略
す
る
)。
建
国
初
期
に
内
政
面
で
活
躍
し
た
大
司
徒
伏
湛

・
侯
覇
と
大
司
空
宋
弘
の
列
伝

を
記

し
た
後
、

後
者
に

つ
い
て
は
、
前
漢
の
内
朝
は
加
官

(侍
中

・
中
常
侍

・
給
事
中

・
散
騎

・
諸
曹

・
諸
吏
な
ど
)
に
よ

っ
て
編
成
さ
れ
、
そ
れ
ら
の

官
が
皇
帝
を
輔
翼
し
て
い
た
と
さ
れ
る
が
、
後
漢
で
は
侍
中

・
中
常
侍
が
本
官
化
し
、
給
事
中

・
散
騎

・
諸
曹

・
諸
吏
が
廃
止
さ
れ
る

。

こ
の
点
と
序
で
述
べ
た
尚
書
体
制
の
形
成
と
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
両
者
は
連
動
し
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
後
述
す

る
よ
う
に
、
王
芥
新
に
お
け
る
尚
書
体
制
の
形
骸
化
や
戦
乱
に
よ
る

「尚
書
故
事
」
の
消
失
な
ど
を
考
慮
す
る
と
、
尚
書
体
制
は
必
ず
し
も

漸
進
的
に
発
展
し
て
い
っ
た
訳
で
は
な
い
。
と
す
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
状
況
を
受
け
た
光
武
帝
期
は
も

っ
と
注
目
さ

れ
て
良
い
で
あ
ろ
う
。

そ
こ
で
、
前
漢
か
ら
後
漢
に
か
け
て
皇
帝
の
側
近
集
団
が
変
化
す
る
な
か
、
尚
書
体
制
の
形
成
過
程
に
占
め
る
光
武
帝
期
の
位
置
づ
け
を
明

ら
か
に
す
る
。

本
節
で
は
、
こ
う
し
た
中
央
官
制
に
お
け
る
構
造
的
な
変
化
に
着
目
し
、
後
漢
の
中
央
官
制
が
光
武
帝
期
の
改
革

を
通
じ
て
ど
の
よ
う
に

形
成

さ
れ
た
の
か
と
い
う
点
に

つ
い
て
考
察
し
た

い
。

(
1
)

三

公



中
興
以
後
、
居
台
相
総
灌
衡
多
矣
。
…
…
故
恵
公

(伏
湛
)
造
次
、
急
於
郷
射
之
禮
、
君
房

(侯
覇
)
入
朝
、
先
奏
寛
大
之
令
。
・

宋
弘
止
繁
聲
、
戒
淫
色
。
其
有
關
蹉
之
風
乎
。

と
あ
る
よ
う
に
、
光
武
帝
期
の
三
公
は
宰
相
と
し
て
権
力
を
統
べ
た
者
が
多
か
っ
た
と
す
る
。

翻

っ
て
、
前
漢
末
の
三
公
制
は
経
書
に
見
え
る
古
制
を
典
拠
と
し
て
設
置
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
当
初
か
ら
宰
相
制
度
と
し
て
十
分
に

機
能

し
て
い
た
訳
で
は
な
い
。
成
帝
期
の
三
公
設
置
直
後
の
状
況
に
つ
い
て
、
『
漢
書
』
巻
八
三

朱
博
伝
に
は
、

議
者
多
以
爲
、
古
今
異
制
、
漢
自
天
下
之
號
下
至
佐
史
皆
不
同
於
古
。
而
濁
改
三
公
、
職
事
難
分
明
、
無
益
於
治
齪
。

と
見

え
て
い
る
。
当
時

の
人

々
は

「古
今
異
制
」
、
す
な
わ
ち
古
制
と
今
制

(漢
制
)
と
の
間
に
齟
齬

が
生
じ
て
お
り
、
こ
の
段
階
で
は
三

公
の
み
の
改
革
で
あ
り
、
そ
の
職
務
を
分
明
に
し
難
か

っ
た
た
め
、
混
乱
を
来
し
て
い
た
と
す
る
。

つ
ま
り
、
三
公
制
は
前
漢
末
に
制
度
と

し
て
は
打
ち
立
て
ら
れ
た
も
の
の
、
い
ま
だ
下
部
の
官
僚
機
構
と
密
接
に
結
び

つ
い
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る

。
ま
た
、
平
帝
期

と
王
莽

新

の
中
央
官
制

で
は

「四
輔
」
が
三
公
の
上
位
に
お
り
、
三
公
が

「灌
衡
を
総
ぶ
る
」
国
政
運
営
は
光
武
帝
期
以
降
に
本
格
化
し

た
と
考
え
ら
れ
る
。

と

く
に
、
天
下
統

一

(建
武

一
二
年

〔三
六
〕)
以
前

の
段
階
に
お
い
て
は
、
三
公
は
戦
時
体
制
下
の
宰
相
と
し
て
重
要
な
役
割
を
果
た

し
て

い
た
。
伝

一
六

伏
湛
列
伝
を
見
る
と
、

時
大
司
徒
郵
萬
西
征
關
中
。
帝
以

(伏
)
湛
才
任
宰
相
、
拝
為

(大
司
徒
)
司
直
、
行
大
司
徒
事
。

駕
毎
出
征
伐
、
常
留
鎮
守
、
絡

掘
劃
　司
。

と
あ

り
、
大
司
徒
司
直
伏
湛
は
関
中
遠
征
中
の
大
司
徒
鄭
萬
の
代
行
を
務
め
て
お
り
、
光
武
帝
が
親
征
し
て
洛
陽
を

不
在
に
す
る
た
び
、
彼

は

「行
大
司
徒
事
」
と
し
て
群
臣
を

「総
撮
」
し
て
い
た
。

つ
ま
り
、
天
下
統

一
以
前
の
戦
乱
状
況
に
お
い
て
、
伏
湛
の

「行
大
司
徒
事
」

と

い
う
地
位
は
光
武
帝
の
不
在
時
に
群
臣
を
統
率
す
る
立
場
で
あ

っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
そ
の
後
、
同
伝
の
後
続
部
分
に
は
建
武
三
年

(
二

七
)

に
伏
湛
が
大
司
徒
に
昇
進
し
た
後
の
こ
と
と
し
て
、

其

(建
武
五
年

[二
九
〕
)
冬
、
車
駕
征
張
歩
、
留

(伏
)
湛
居
守
。
時
蒸
祭
高
廟
、
而
河
南
尹

・
司
隷
校
尉
於
廟
中
箏
論
。
湛
不
墾



奏
、
坐
策
免
。

と
あ
り
、
光
武
帝
の
親
征
中
に
行
わ
れ
た
蒸
祭

(冬
の
祭
祀
)
に
お
い
て
、
伏
湛
は
河
南
サ
と
司
隷
校
尉
と
の
言
い
争
い
を
奏
上
し
な
か

つ

た
た
め
、
罷
免
さ
れ
る
。
大
司
徒
伏
湛

の
免
官
は
彼
が
こ
の
祭
祀
を
取
り
仕
切

っ
て
い
た
証
左
で
あ
り
、
三
公
が
親
征
中
の
光
武
帝

の
名
代

と
な

り
得
る
立
場
に
あ

っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
よ
う
。
ま
た
、
伝

二
六

陳
元
列
伝
を
見
る
と
、
司
隷
校
尉
が
三
公
を
督
察
す
べ
き
で
あ
る

と
い
う
大
司
農
江
馬
の
提
案
に
対
し
、
陳
元

(大
司
空
李
通
の
属
吏
)

の
反
対
意
見
が
載
せ
ら
れ
て
お
り
、

方
今
四
方
尚
擾
、
天
下
未

一
、
百
姓
観
聴
、
成
張
耳
目
。
陛
下
宜
修
文
武
之
聖
典
、
襲
祖
宗
之
遺
徳
、
勢
心
下
士
、
屈
節
待
賢
、
誠
利

宜
使
有
司
察
公
輔
之
名
。

と
述

べ
ら
れ
て
い
る
。
陳
元
の
主
張
は
天
下
が
混
乱
し
て
統

一
さ
れ
て
い
な

い
時
期
に

「誠
に
宜
し
く
公
輔
を
司
察
す
る
の
名
有
ら
し
む
べ

か
ら
ず
」
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
光
武
帝
も
彼

の
意
見
を
採
用
す
る

(同
伝
)
。
こ
の
よ
う
に
両
漢
交
替
期

の
戦
乱
状
況
に
あ

っ
て
、
三
公

は
戦
時
体
制
下
の
宰
相
と
し
て
国
政
を
運
営
し
て
い
く
。

つ
ま
り
、
前
漢
末
に
古
制
と
し
て
出
発
し
た
三
公
制
は
今
制

(漢
制
)
の
宰
相
制

度
と

し
て
定
着
し
た
と
言
え
よ
う
。
実
際
、
光
武
帝
期
に
お
い
て
は
、
三
公
が
中
心
と
な
り
、
軍
事

・
貨
幣

・
法
律

・
祭
祀
な
ど
の
諸
政
策

が
形
成
さ
れ
て
い
る

。

『
続
漢
書
』
百
官
志

(以
下
、
百
官
志
と
略
称
)
に
よ
れ
ば
、
三
公
の
職
務
内
容
は
太
尉
が

「兵
事
」
、
司
徒
が

「人
民
の
事
」
、
司
空

が

「水
土
の
事
」
を
主
管
す
る
と
さ
れ
て
お
り

(百
官
志

一
)
、
三
公
の
分
掌
が
定
制
化
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
確
か
に
前
述

の

紙
屋
氏
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
三
公
制
は
宰
相
職
を
三
人
で
分
掌
す
る
た
め
、
か
え

っ
て
無
責
任
体
制
に
陥
る
危
険
性
を
内
包
し
て
い
る
が
、

こ
れ

は
国
政

の
責
任
を
と
り
う
る
存
在
は
皇
帝

一
人
で
あ
り
、
皇
帝
だ
け
が
全
権
を
掌
握
す
る
体
制
で
あ
る
こ
と
を
も
示
し
て
い
よ
う
。
祝

総
斌
氏
は
、
光
武
帝
が
三
公
制
を
堅
持
し
た
要
因
と
し
て
、
君
主
権
の
強
化
と
宰
相
権

の
分
散

・
削
弱
を
指
摘
さ
れ
て
い
る

。
筆
者
は
祝

氏
の
見
解
が
穏
当
で
あ
り
、
建
国
当
初
の
三
公
制
は
光
武
帝
に
権
限
を
集
中
さ
せ
る
た
め
に
構
築
さ
れ
た
と
考
え
る
。
伝
二
三

朱
浮
列
伝

の
論

に

「光
武

・
明
帝
は
躬
ら
吏
事
を
好
み
、
亦
た
以
て
三
公
を
課
霰
す
」
と
あ
る
よ
う
に
、
光
武
帝
と
次
代
の
明
帝
は
吏
事

(国
政
運
営

に
関
わ
る
具
体
的
な
実
務
)
を
好
み
、
吏
事
に
よ

っ
て
三
公
の
成
績
を
評
価
し
た
と
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
こ
こ
で
留
意
す
べ
き
は
、
光
武
帝



の
三
公
に
対
す
る
統
制
は
萢
曄
の
言
う
如
く
単
な
る
皇
帝
個
人
の
性
格

の
み
に
帰
せ
ら
れ
る
訳
で
な
く
、
構
造
上
、
丞
相
の
よ
う
な
百
官
の

長
の
不
在
に
よ

っ
て
、
皇
帝
だ
け
が
全
般
的
に
行
政
を
統
御
す
る
体
制
に
あ

っ
た
と
い
う
点
で
あ
る
。

さ
ら
に
こ
れ
に
加
え
て
、
戦
乱
期
特
有

の
事
情
も
考
慮
に
入
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
周
知
の
よ
う
に
、
光
武
帝
は
外
戚
出
身
の
王
莽

に
よ

る
王
朝
纂
奪
を
教
訓
と
し
、
外
戚
の
専
権
を
警
戒
し
た
が
、
『
東
観
漢
記
』
巻
二

孝
明
皇
帝
紀
を
見
る
と
、

初
、
世
祖

(光
武
帝
)
関
傷
前
世
灌
臣
太
盛
、
外
戚
預
政
、
上
濁
明
主
、
下
危
臣
子
。

と
あ

る
よ
う
に
、
外
戚
と
同
様
に
、
権
臣
の
台
頭
も
強
く
警
戒
し
て
い
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
光
武
帝
は
し
ば
し
ば
親
征
を
行
い
、
洛
陽

を
不
在
に
す
る
こ
と
も
多
か
っ
た
。
そ
の
際
、
皇
帝
の
名
代
と
し
て
群
臣
を
統
率
す
る
存
在
は
宰
相
た
る
三
公
で
あ
り
、
そ
れ
だ
け
に
光
武

帝
が
こ
の
三
公
に
対
し
厳
格
な
態
度
で
臨
む
必
要
が
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。先
に
引
用
し
た
大
司
徒
伏
湛
の
免
官

は
そ
の

一
例
と
言
え
る
。

以
上

の
よ
う
に
、
後
漢
の
三
公
制
は
、
吏
事
を
重
視
し
た
光
武
帝
に
全
権
を
集
中
す
る
狙
い
の
も
と
に
構
築
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し

な
が
ら
、
三
公
に
よ
る
宰
相
職
の
分
掌
自
体
は
皇
帝
権
の
強
化
と
直
結
す
る
訳
で
は
な
く
、
そ
れ
を
裏
付
け
る
支
配
体
制
が
整

っ
て
い
な
け

れ
ば

な
る
ま
い
。
と
す
れ
ば
、
丞
相
制
か
ら
三
公
制

へ
の
変
化
に
よ

っ
て
、
皇
帝
が
担
う
べ
き
吏
事
を
輔
翼
す
る
組
織
が
よ
り

一
層
必
要
と

な

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、
次
項
で
は
そ
の
中
心
的
役
割
を
果
た
し
た
尚
書
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

本
項
で
は
、
光
武
帝
期

の
尚
書
に

つ
い
て
考
察
す
る
が
、
ま
ず
、
そ
れ
に
先
立

っ
て
王
莽
新

の
尚
書
に

つ
い
て
確
認
し
て
お
き
た
い
。

王
芥
新
の
尚
書
体
制
は
必
ず
し
も
十
全
に
機
能
し
て
い
な
か
っ
た
。
『漢
書
』
巻
九
九
中

王
芥
伝
を
見
る
と
、
天
鳳
二
年

(
一
五
)
の
こ

と
と
し
て
、

吏
民
上
封
事
書
、
宦
官

・
左
右
開
號
、
尚
書
不
得
知
。
其

(王
芥
)
畏
備
臣
下
如
此
。
…
…
葬
常
御
燈
火
至
明
、
猶
不
能
勝
。
尚
書
因

是
為
姦
寝
事
。

(
2
)

尚

書



と
あ
り
、
「
宦
官
・
左
右
」
が
吏
民
の
上
書
を
開
封
し
た
た
め
、
尚
書
は
こ
れ
に
関
知
で
き
な
か

っ
た
と
言
う
。
遂
に
は
王
芥
が
夜
明
け
ま

で
執
務
に
没
頭
し
て
も
、
国
政
が
遅
滞
し
て
し
ま
い
、
そ
の
う
え
、
尚
書
は
悪
事
を
働
き
、
職
務
を
怠

っ
て
い
た
と
さ
れ
る
。
王
莽

伝
の
記

述
に
は
彼
の
失
政
を
強
調
す
る
意
図
も
あ
る
で
あ
ろ
う
が
、
当
該
期
に
尚
書
体
制
が
形
骸
化
し
て
し
ま

っ
て
い
た
こ
と
も
確
認
さ
れ
よ
う
。

そ
れ
故
、
冨
田
健
之
氏
が
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
光
武
帝
期
に
は
尚
書
体
制
の
立
て
直
し
、
と
く
に
皇
帝
官
房
と

し
て
の
尚
書

の
再
構
築

が
重
要
な
政
治
課
題
と
し
て
あ

っ
た

。
さ
ら
に
、
筆
者
が
重
視
し
た

い
の
は
、
光
武
帝
期
の
尚
書
が
前
漢
の
旧
制
を
順
調
に
継
承
で
き

て
い
た
訳
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
伝

一
六

侯
覇
列
伝
に
は
、
建
国
後
、
四
年
経
過
し
た
と
き
の
こ
と
と
し
て
、

時

(建
武
四
年

〔二
八
〕)
無
故
典
、
朝
廷
又
少
菖
臣
、
(尚
書
令
侯
)
覇
明
習
故
事
、
牧
録
遺
文
。

と
あ
り
、
当
時
は
前
代
の

「故
典
」
が
消
失
し
た
た
め
、

「故
事
」
に
精
通
し
た
尚
書
令
侯
覇
に
よ
る
供
文
の
収
集

が
必
要
と
さ
れ
る
よ
う

な
状
況
で
あ

っ
た
。
尚
書
の
保
有
し
た
故
事
は
、
尚
書
が
そ
の
機
能
を
発
揮
す
る
際
の
法
制
上

の
根
拠
と
な
る

が
、
そ
れ
は
両
漢
交
替

期
に

一
度
途
絶
し
て
お
り
、
光
武
帝
期
以
降
の
秩
文
収
集
な
ど
に
よ

っ
て
そ
の
回
復
が
図
ら
れ
た
こ
と
が
分
か
る
。

つ
ま
り
、
後
漢

の
尚
書

体
制
は
、
前
漢
の
旧
制
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、
光
武
帝
期
以
降
、
独
自
に
再
構
築
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

冨

田
氏
に
よ
れ
ば
、
後
漢
に
お
け
る
尚
書
台
の
主
要
な
政
治
機
能
は
①
詔
勅
の
草
制

・
発
布
に
関
わ
る
職
任
、
②
章
奏
の
上
奏

・
披
閲
に

関
わ
る
職
任
、
③
官
界
粛
正
に
関
わ
る
職
任
、
④
朝
会

・
朝
議
の
正
常
な
る
運
営
に
関
わ
る
職
任
、
⑤

「問
状
」
機
能
、
⑥
官
僚
人
事
に
関

わ
る
職
任
、
⑦
政
策
立
案

・
審
議
に
関
わ
る
職
任
に
整
理
さ
れ
る

。
建
国
期
に
当
た
る
光
武
帝
期
の
尚
書
に
は
そ
の
全
て
の
政
治
機
能

が
確
認
で
き
る
訳
で
は
な
い
が
、
文
書
や
人
事

の
職
務
に
関
与
し
て
い
た
事
例
は
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る

。

つ
ま
り
、
建
国
当
初
よ

り
、
尚
書
は
文
書
機
能
と
人
事
機
能
を
備
え
た
皇
帝
官
房
と
し
て
の
基
本
的
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
。
そ
し
て
、

こ
う
し
た
尚
書

の
諸
機

能
を
支
え
て
い
た
の
が
光
武
帝
期
に
拡
充
さ
れ
た
尚
書
組
織
で
あ
る
。

具
体
的
な
組
織
改
革
と
し
て
は
、
A
列
曹
尚
書
の
増
置

・
B
尚
書
郎
の
増
員
が
挙
げ
ら
れ
る
。

A
列
曹
尚
書
の
増
置
に
つ
い
て
は
、
百
官

志
三
、
少
府
の
条
に
、
成
帝
建
始
四
年

(前
二
九
)
に
設
置
さ
れ
た
四
曹
尚
書

(常
侍
曹

・
二
千
石
曹

・
民
曹

・
客
曹
)
を
記
し
た
後
に
、

世
祖
承
遵
、
後
分
二
千
石
曹
、
又
分
客
曹
為
南
主
客
曹

・
北
主
客
曹
、
凡
六
曹
。



と
あ

る
よ
う
に
、
光
武
帝
期
に
六
曹
体
制
に
拡
大
す
る
。
こ
の
尚
書
諸
曹

の
改
革

で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
尚
書
組
織
に
人
事
部
門
が
形
成
さ

れ
た
点
で
あ
る
。
池
田
雄

一
氏
に
よ
れ
ば
、
成
帝
期
に
設
置
さ
れ
た
三
公
曹

(断
獄
を
主
る
)
は
光
武
帝
期
の
改
革
を
境
に
州
郡
の
考
課
や

三
公
府

の
文
書
事
務
な
ど
に
関
わ
る
職
務
に
変
更
さ
れ
た
と
さ
れ
る

。

つ
ま
り
、
光
武
帝
期
に
入
り
、
尚
書

の
な
か
で
州
郡
の
考
課
を

掌
る
列
曹
尚
書
が
出
て
き
た
訳
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
加
え
、
選
挙
を
管
掌
す
る
吏
曹
が
設
け
ら
れ
る
。
吏
曹
に

つ
い
て
は
、
票
質

『漢
官
典

職
儀
式
選
用
』

に
、

(尚
書
)
典
天
下
歳
蓋
集
課
事
。
…
…
吏
曹
尚
書
典
選
墾

・
齋
祀
、
属
三
公
曹
。

(常
侍
曹
尚
書
)
主
常
侍

・
黄
門

・
御
史
事
、
世
祖
改
日
吏
曹
。

と
見
え
て
お
り
、
吏
曹
が

「選
基

・
齋
祀
」
を
掌

っ
て
い
た
こ
と
、
常
侍
曹
か
ら
吏
曹

へ
の
改
制
が
光
武
帝
期
で
あ

っ
た
こ
と
が
分
か
る
。

三
公
曹
の
職
務
変
更
や
吏
曹
の
設
置
を
見
る
と
、
光
武
帝
期
に
お
け
る
尚
書
諸
曹
の
改
革
に
は
成
帝
期
の
四
曹
体
制

に
比
べ
、
尚
書

の
人
事

機
能

の
充
実
が
看
取
さ
れ
る
。
佐
藤
達
郎
氏
は
、
前
漢
末
以
降
、
尚
書
が
功
次
に
よ
る
通
常
の
人
事
に
あ
た

っ
て
い
た
と
指
摘
さ
れ
て
い
る

重

が
、
光
武
帝
期
の
改
革
に
よ
り
、
そ
の
人
事
体
制
は
前
漢
末
よ
り
組
織
面
で
充
実
し
た
と
言
え
よ
う
。

B
尚
書
郎

(百
官
志
で
は
尚
書
侍
郎
)
の
増
員
に
つ
い
て
は
、
『
晋
書
』
巻
二
四

職
官
志
に
、

尚
書
郎
、
西
漢
菖
置
四
人
、
以
分
掌
尚
書
。
…
…
及
光
武
分
尚
書
為
六
曹
之
後
、
合
置
三
十
四
人
、
秩
四
百
石
、
井
左
右
丞
為
三
十
六

人
。
郎
主
作
文
書
起
草
、
更
直
五
日
於
建
禮
門
内
。

と
あ

り

、
文
書

の
起
草
を
掌
る
尚
書
郎
の
増
員
に
よ

っ
て
組
織
内
に
お
け
る
文
書
作
成

の
能
力
向
上
が
想
定
さ
れ
る

。
こ
れ
ま
で
見

て
き

た
列
曹
尚
書
の
増
置
や
尚
書
郎

の
増
員
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
光
武
帝
期
以
降
、
尚
書
の
文
書

・
人
事
機
能
に
は
組
織
的
な
裏
付
け
が

窺
わ

れ
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
光
武
帝
期
に
は
皇
帝
官
房
と
し
て
の
尚
書

の
再
構
築
が
企
図
さ
れ
、
そ
れ
は
十
分
に
奏
功
し
た
と
言
え
る
。
章
帝
期
の

卑
彪
は

「天
下
の
嘔
要
は
尚
書
に
在
り
」

(伝

一
六

章
彪
列
伝
)、
順
帝
期
の
郎
頻
は

「尚
書
の
職
は
機
衡
に
在
り
」
(伝
二
〇
下

郎
頻
列

伝
)
と
表
現
し
て
お
り
、
こ
れ
は
皇
帝
官
房
と
し
て
の
尚
書
が
光
武
帝
期
以
降
も
継
承
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
端
的
に
象
徴
し
て
い
よ
う
。



そ
れ
ば
か
り
で
な
く
、
光
武
帝
期
に
は
尚
書
組
織
が
前
漢
よ
り
拡
充
さ
れ
、
皇
帝
官
房
た
る
尚
書
に
は
組
織
的
な
裏

付
け
が
伴

っ
て
い
た
。

こ
れ
は
直
接
的
に
は
成
帝
期
の
四
曹
体
制
を
発
展
さ
せ
た
も
の
で
は
あ
る
が
、
光
武
帝
期
に
顕
著
な
尚
書
の
組
織
的

な
充
実
に
は
別
の
側
面

も
窺

え
る
。
そ
れ
が
本
節
の
冒
頭
で
述
べ
た
内
朝
官
の
改
廃
で
あ
る
。
冨
田
氏
は
前
漢
の
内
朝
が
い
ま
だ
十
分
に
は
既
存

の
官
僚
機
構

(外

朝
)

と

一
体
化
し
て
い
な
か
っ
た
が
、
後
漢
に
お
け
る
内
朝
官

の
改
廃
が
組
織
的
に
も
機
能
的
に
も
あ
る
程
度

一
体

化
し
た
形
で
の
新
た
な

官
僚

機
構
の
体
制
が
整

っ
て
き
た
こ
と
を
示
す
と
指
摘
し
、
こ
れ
は
内
朝

・
外
朝
構
造

の
発
展
的
解
消
を
意
味
す

る
と
さ
れ
る

。
そ
れ

で
は
、
前
漢

の
内
朝
官
が
果
た
し
た
皇
帝
側
近
官
と
し
て
の
役
割
は
ど
の
よ
う
に
な

っ
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

そ
こ
で
、
後
漢
の
皇
帝

直
属
官
と
し
て
看
取
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
が

「文
属
」
官
で
あ
る
。
山
田
勝
芳
氏
に
よ
れ
ば
、
「文
属
」
官
と
は
官
簿
上
で
は
九
卿
の
属

官
で
は
あ
る
が
、
九
卿
と
の
間
に
直
属
関
係
は
な
く
、
皇
帝
と
直
接
的
な
関
係
を
も

つ
と
指
摘
さ
れ
、
ま
た
、
光
武
帝
は

「文
属
」
官
を
構

成
す

る
尚
書

・
宦
官
を
三
公
九
卿
体
制
の
な
か
か
ら
実
質
的
に
切
り
離
し
て
皇
帝
の
直
属
下
に
置
き
、
尚
書

・
宦
官

の
権
力
を
制
度
的
に
保

証
し
た
と
さ
れ
る

。

こ
の

「文
属
」
官
の
な
か
で
も
、
光
武
帝
が
尚
書
を
尊
重
し
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
後
漢
建
国
の
年
に
出
さ
れ
た
詔
令
よ
り
窺
わ
れ

る
。
伝

一
七

宣
乗
列
伝
に
は
、
建
武
元
年

(二
五
)
の
こ
と
と
し
て
、

光
武
特
詔
御
史
中
丞
與
司
隷
校
尉

・
尚
書
令
會
同
、
並
專
席
而
坐
。
故
京
師
號
日

「三
濁
坐
」。

と
あ

る
よ
う
に
、
三
独
坐
と
し
て
司
隷
校
尉

(京
畿
地
域
の
長
官
)
と
と
も
に
、
少
府
の

「文
属
」
官
で
あ
る
尚
書

・
御
史

の
長
官
で
あ
る

尚
書
令

・
御
史
中
丞
が
挙
げ
ら
れ
て
お
り
、
尚
書
は
光
武
帝

の
直
属
官
の
な
か
で
も
特
別
な
存
在
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
。
尚
書
組

織
の
拡
充
は
、
吏
事
を
重
視
し
た
光
武
帝
の
輔
翼
組
織
と
し
て
尚
書
が
そ
の
中
核
を
担

っ
て
い
た
点
を
反
映
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

以
上
、
本
節

で
は

つ
ぎ
の
諸
点
を
明
ら
か
に
し
た
。
①
光
武
帝
期
に
は
三
公
が
戦
時
体
制
下
の
宰
相
と
し
て
国
政
を
運
営
し
、
古
制
と
し

て
出

発
し
た
三
公
制
は
今
制

(漢
制
)
の
宰
相
制
度
と
し
て
定
着
し
た
。
②
後
漢
の
三
公
制
は
、
吏
事
を
重
視
し
た
光
武
帝
に
全
権
を
集
中

す
る
狙
い
の
も
と
に
構
築
さ
れ
た
。
た
だ
し
、
こ
れ
は
皇
帝
が
担
う
べ
き
吏
事
を
輔
翼
す
る
組
織
が
よ
り

一
層
必
要
と
な

っ
た

こ
と
を
示
し

て
い
る
。
③
王
莽

新
に
お
け
る
尚
書
体
制
の
形
骸
化
や
両
漢
交
替
期
の
戦
乱
状
況
を

へ
て
、
光
武
帝
期
に
は
皇
帝
官
房
と
し
て
の
尚
書
の
再



本
節
で
は
、
光
武
帝
期
に
お
け
る
地
方
官
制
の
う
ち
、
郡
県
と
州
に

つ
い
て
検
討
す
る
。

漢

代
の
郡
県
制
研
究
に
は
、
豊
富
な
蓄
積
が
あ
る
。
近
年
で
は
、
従
来
の
郡
県
制
を
固
定
的
に
捉
え
て
き
た
研
究

に
対
し
、
両
漢
四
〇
〇

年

の
な
か
で
郡
県
制
に
展
開
を
見
出
そ
う
と
い
う
視
点
が
重
視
さ
れ
る
。
具
体
的
に
は
、
地
方
行
政

の
中
心
が
前
漢
初
期
の
県
か
ら
前
漢
中

後
期

(武
帝
期
～
元
帝
期
)
に
か
け
て
郡

へ
と
移
行
し
た
と
論
じ
ら
れ
る

(磐
。
ま
た
、
後
漢

の
郡
県
制
に

つ
い
て
は
、
紙
屋
正
和
氏
に
よ

れ
ば
、
郡
国
の
列
曹
が
急
速
に
充
実
し
て
、
郡
国
の
属
吏
組
織
と
県
の
属
吏
組
織
と
が
ほ
ぼ
対
応
す
る
よ
う
に
な
り
、
組
織
ぐ
る
み
の
有
機

的
関
係
が
で
き
あ
が

っ
た
と
す
る
。
と
く
に
、
紙
屋
氏
は
、
光
武
帝

・
明
帝
期
で
は
郡
県
が
中
央
出
先

の
民
政
機
関
と
し
て
基
本
的
に
機
能

し
て

い
た
と
指
摘
さ
れ
る

。

一
方
、
漢
代
の
州
制
に

つ
い
て
は
、
当
初
監
察
官
と
し
て
設
置
さ
れ
た
刺
史
も
や
が
て
実
質
的
に
は
地
方

行
政
官
と
同
じ
よ
う
な
存
在
に
な

っ
て
い
っ
た
と
さ
れ
る

(以
下
、
刺
史

の

「行
政
官
化
」
と
称
す
)

。

先
学
諸
氏
に
お
い
て
は
、
各
時
期

の
郡
県
や
州
に
対
す
る
見
解
に
は
差
異
が
見
ら
れ
る
も
の
の
、
巨
視
的
に
見
れ
ば
、
地
方
行
政

の
比
重

が

「県
↓
郡
↓
州
」
と
い
う
変
遷
を
た
ど
る
と
見
な
し
て
い
る
点
は
共
通
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
後
漢

の
地
方
官
制
に

つ
い
て
言
え
ば
、
郡

県
の
組
織
体
制
が
充
実
し
、
州
が
行
政
職
務
に
も
関
与
す
る
よ
う
に
な

っ
た
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。

筆
者
は
諸
先
学

の
見
解
に
大
筋
で
賛
同
す
る
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
先
に
筆
者
は
後
漢
の
地
方
行
政

の
実
態
に
関
し
、
郡
県
に
よ
る
実

務
を
担
う
直
接
的
な
行
政
活
動
と
州
に
よ
る
郡
県
を
指
揮
監
督
す
る
形
で
行
わ
れ
る
間
接
的
な
行
政
活
動
と
の
差
異
を
指
摘
し
た
こ
と
が
あ

る

。

つ
ま
り
、
後
漢
の
地
方
官
制
に
お
け
る
郡
県
と
州
と
の
質
的
差
異
に
つ
い
て
は
、
い
ま
だ
検
討
の
余
地
が
残
さ
れ
て
い
る
と
考
え

構
築
が
企
図
さ
れ
、
そ
れ
は
十
分
に
奏
功
し
た
。
④
光
武
帝
期
に
は
尚
書
組
織
が
前
漢
よ
り
拡
充
さ
れ
、
皇
帝
官
房
た
る
尚
書
に
は
組
織
的

な
裏

付
け
が
伴

っ
て
い
た
。
こ
の
尚
書
の
組
織
的
な
充
実
は
、
光
武
帝

の
輔
翼
組
織
と
し
て
尚
書
が
そ
の
中
核
を
担

っ
て
い
た
点
を
反
映
し

て
い
る
。

二

光

武

帝

期

の

地

方

官

制

-

郡

県

と

州

1



郡
県
制
に
関
す
る
改
革
は
、
建
武
六
年

(三
〇
)
頃
に
相
次
い
で
実
施
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
背
景
に
は
、
こ
の
時

期
の
光
武
帝
政
権
が
群

雄
と

の
戦
争
に
お
い
て
大
き
な
節
目
を
迎
え
て
い
た
こ
と
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
建
武
五
年

(二
九
)

に
は
征
西
大
将
軍
焉
異

の
関
中
平
定
、
同
年
二
月
に
は
漁
陽
の
彰
寵
討
伐
、
六
月
に
は
南
郡
の
秦
豊
捕
獲
、
八
月
に
は
梁
国
の
劉
紆
捕
獲
、

一
〇
月
に
は
琅
邪

郡
の

張
歩
降
服
、
翌
六
年

(三
〇
)
に
は
正
月
に
盧
江
郡
の
李
憲
捕
獲
、
二
月
に
は
東
海
郡
の
董
憲
捕
獲
な
ど
が
生
じ
て
お
り
、
各
地
で
光
武
帝

の
軍
隊
が
勝
利
を
収
め
て
い
る

。

つ
ま
り
、
建
武
六
年

(三
〇
)
頃
に
光
武
帝
政
権
は
本
格
的
な
地
方
統
治
体

制
の
整
備
が
可
能
と
な

っ
て

い
た
の
で
あ
る
。

ま
ず
、
郡
国
の
組
織
改
革
に

つ
い
て
、
周
知
の
よ
う
に
、
光
武
帝
期
に
は
建
武
七
年

(三

一
)
三
月
に
お
け
る
郡
国
の
常
備
軍
撤
廃
を
は

じ
め
と
す
る
軍
備
縮
小
が
実
施
さ
れ

、
そ
の
前
年
に
郡
内
の
軍
事
を
管
掌
し
て
い
た
都
尉
が
廃
止
さ
れ
る

(百
官
志
五
、
州
郡
の
条
)

。

ま
た
、
時
期
は
下
る
が
、
建
武

一
四
年

(三
八
)
に
は
辺
郡
太
守

の
丞
も
廃
止
さ
れ
て
お
り

(百
官
志
五
、
州
郡
の
条
、
劉
昭
注
所
引

『
古

今
注
』
)
、
内
郡

・
辺
郡
を
問
わ
ず
、
郡
府
の
改
制
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

都

尉
の
廃
止
と
同
時
期
に
は
、
地
方
官
府
の
冗
官
が
整
備
さ
れ
る
。
紀

一
下

光
武
帝
紀
、
建
武
六
年

(三
〇
)

の
条
に
、

六
月
辛
卯
、
詔
日
、
「夫
張
官
置
吏
、
所
以
為
人
也
。
今
百
姓
遭
難
、
戸

口
耗
少
、
而
縣
官

・
吏
職
所
置
尚
繁
。
其
令
司
隷

・
州
牧
各

實
所
部
、
省
減
吏
員
。
縣
國
不
足
置
長
吏
可
井
合
者
、
上
大
司
徒

・
大
司
空
二
府
。
」
於
是
條
奏
井
省
四
百
鯨

縣
、
吏
職
減
損
、
十
置

其

一
。

と
あ

る
よ
う
に
、
四
〇
〇
県
以
上

の
統
廃
合
と
吏
員
の
十
分
の

一
の
削
減
が
実
現
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
要
因
と
し
て
は
、
戦
乱
に
よ
っ
て
戸

ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
本
節
で
は
、
光
武
帝
期
の
地
方
官
制
改
革
か
ら
郡
県

・
州
両
者
の
位
置
づ
け
が
ど
の
よ
う
に
理
解
で
き
る
の

か
と

い
う
点
に

つ
い
て
考
察
し
た
い
。

(
1
)

郡

県



口
が
減
少
し
た
こ
と
や
官
職
が
繁
多
と
な

っ
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
て
お
り
、
光
武
帝
政
権
が
当
時

の
官
府
の
規
模
や
数
が
適
正
で
な
い
と
判

断
し
て
い
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。

右

に
挙
げ
た
諸
改
革
を
見
る
と
、
郡
府

の
改
制
や
県
の
統
廃
合

・
吏
員
の
削
減
な
ど
、
郡
県
官
府

の
組
織
体
制
が
整
備
さ
れ
た
こ
と
が
分

か
る
。
本
節

の
冒
頭
で
述
べ
た
よ
う
に
、
紙
屋
氏
は
、
後
漢
に
な
る
と
、
郡
県
の
間
に
組
織
ぐ
る
み
の
有
機
的
関
係
が
で
き
あ
が

っ
た
と
指

摘
さ

れ
る
。
筆
者
は
、
こ
の
よ
う
な
郡
県
制
の
変
化
に
は
、
光
武
帝
期

の
改
革

の
影
響
が
あ

っ
た
と
考
え
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
点
を
郡
県
数
の
変
遷
か
ら
考
察
し
よ
う
。
秦
の
郡
県
制

(三
六
郡
、
数
百
県
)
以
降
、
郡
県
数
は
前
漢
末
の
平
帝
期
が

一
〇
三
郡
、

一
五
八
七
県

(『
漢
書
』
巻
二
八
下

地
理
志
)
、
王
莽

新
が

一
二
五
郡
、
二
二
〇
三
県

(『
同
』
巻
九
九
中

王
芥
伝
、
天
鳳
元
年

〔
↓
四
〕

の
条

)、
後
漢

の
順
帝
期
が

一
〇
五
郡
、

一
一
八
〇
県

(『
続
漢
書
』
郡
国
志
五
)
と
推
移
し
た

。
ま
た
、
郡
国

の
増
置
に
つ
い
て
、
前

漢
は
高
祖
期
～
昭
帝
期
、
後
漢
は
明
帝
期
～
安
帝
期
に
実
施
さ
れ
た
こ
と
が
史
料
よ
り
窺
わ
れ
る

(『漢
書
』
地
理
志

・
『
続
漢
書
』
郡
国

志
)
。こ

う
し
た
郡
県
数

の
変
遷
か
ら
注
目
さ
れ
る
の
は
、
前
漢
の
郡
県
数
が
増
加
傾
向
に
あ

っ
た
の
に
対
し
、
光
武
帝

期
に
初
め
て
郡
県
数
が

大
幅

に
削
減
さ
れ
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
先
に
建
武
六
年

(三
〇
)
の
県
の
統
廃
合
に

つ
い
て
述
べ
た
が
、
郡
に
つ
い
て
は
同

一
〇
年

(三

四
)

に
定
裏
郡
、
二
〇
年

(四
四
)
に
五
原
郡
が
廃
止
さ
れ
て
い
る

(紀

一
下

光
武
帝
紀
)
。
『続
漢
書
』
郡
国
志
五
を
見
る
と
、

世
祖
中
興
、
惟
官
多
役
煩
、
乃
命
井
合
、
省
郡

・
國
十
、
縣

・
邑

・
道

・
侯
國
四
百
絵
所
。

と
あ

る
よ
う
に
、
光
武
帝
が

「官
多
役
煩
」
の
た
め
、
郡
県
の
省
併
を
命
じ
た
結
果
、
郡
国
は

一
〇

、
県
は
四
〇
〇
以
上
が
削
減
さ
れ

た
と
さ
れ
る
。
殊
に
、
光
武
帝
期
に
お
け
る
郡
県
数
の
減
少
は
王
莽

新
が
前
漢
の
郡
県
数
か
ら
郡

・
県
双
方
を
増
加
さ
せ
た

の
と
は
非
常
に

対
照
的

で
あ
る
。

前

引
光
武
帝
紀
の
建
武
六
年

(三
〇
)
の
詔
に
示
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
、
光
武
帝
期
に
は
戦
乱
に
よ
る
戸
口
の
減
少
に
と
も
な

い
、
郡
県

官
府

に
冗
官
が
生
じ
て
お
り
、
こ
の
点
は
光
武
帝
政
権
も
問
題
視
し
て
い
た
。
郡
県
数
の
減
少
は
、
各
官
府
の
管
轄
範
囲
が
広
が
り
、
管
理

す
べ
き
戸
口
数
も
増
加
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
と
す
れ
ば
、
両
漢
交
替
期
の
戦
乱
に
よ
る
戸
口
の
減
少
の
た
め
、
光
武
帝
期
に
郡
県



後
漢
の
州
制
に

つ
い
て
、
先
に
筆
者
は

「後
漢
時
代
に
お
け
る
刺
史
の

『
行
政
官
化
』
再
考
」

(以
下
、
前
稿
と
称
す
)
と
題
す
る
小

論
を
発
表
し
、
私
見
を
述
べ
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
要
点
を
ま
と
め
る
と
、
以
下
の
通
り
に
な
る
。
①
建
武

一
八
年

(四
二
)
に
前
漢
末
～

後
漢

初
の
間
存
在
し
た
州
牧
は
廃
止
さ
れ
、
刺
史
は
六
百
石
の
監
察
官
と
し
て
再
措
定
さ
れ
る

(以
下
、
刺
史
改
革
)。

こ
れ
以
降
、
後
漢

を
通
じ
て

(後
漢
末
を
除
く
)
刺
史

の
本
質
的
側
面
に
は
監
察
官
と
し
て
の
性
格
が
濃
厚
に
保
持
さ
れ
て
い
た
。
②
後
漢
の
刺
史
は
行
政
職

官
府

の
整
理
が
行
わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
周
知
の
よ
う
に
、
同
じ
戦
乱
期
で
も
魏
晋
南
北
朝
に
お
い
て
は
行
政

区
画
の
数
が
漸
増
し
、

文
字

通
り
十
羊
九
牧
の
状
態
と
な

っ
て
い
る

。
こ
れ
と
比
較
す
れ
ば
、
光
武
帝
期
は
郡
県
の
統
廃
合
に
よ

っ
て
、
郡
県
制
全
体
が
適
正

な
規
模
に
調
整
さ
れ
た
と
言
え
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
郡
府
の
改
制

・
吏
員
の
削
減
な
ど
に
よ

っ
て
各
官
府
の
組
織
体
制
が
整
備
さ
れ
、
郡
県
の
統
廃
合
に
よ

っ
て
郡
県
制
全

体
も
適
正
な
規
模
に
調
整
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
先
に
後
漢
の
郡
県
制
に
は
組
織
ぐ
る
み
の
有
機
的
関
係
が
で
き
あ
が

っ
た
と
す
る
紙
屋
氏
の

指
摘
を
引
用
し
た
が
、
当
時
の
実
情
に
即
し
た
光
武
帝
期
の
施
策
に
よ

っ
て
郡
県
制
の
基
調
が
定
ま

っ
た
こ
と
は
重
要
な
意
味
を
も

っ
て
い

た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
後
漢

の
郡
県
制
は
光
武
帝
期
の
路
線
に
沿

っ
て
展
開
し
た
と
考
え
ら
れ

る
の
で
あ
る
。

と
り
わ
け
、
郡
国
に

つ
い
て
は
、
前
漢
が
民
政
系
統

(太
守
)
と
軍
政
系
統

(都
尉
)
と
が
併
存
し
て
い
た
の
に
対
し
、
前
述
し
た
都
尉

の
廃
止
に
よ
り
、
太
守
を
頂
点
と
す
る
民
政
系
統
に

一
元
化
さ
れ
て
お
り
、
光
武
帝
期
の
軍
備
縮
小
は
郡
国
に
お
け

る
民
政
機
能

の
重
視
の

表
れ
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
こ
の
体
制
に
は
別
の
側
面
が
生
じ
る
こ
と
と
な
る
。
鎌
田
重
雄
氏
は
、
前
漢

の
郡
制
は
太
守

・

都
尉
相
互
に
牽
制
さ
せ

つ
つ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
専
権
を
抑
制
す
る
と
い
う
体
制
で
あ

っ
た
と
指
摘
さ
れ
る

。
と
す

れ
ば
、
前
漢
と
比
較
し

て
、
後
漢
に
お
い
て
は
郡
太
守
に
対
す
る
統
制
の
重
要
性
が
さ
ら
に
高
ま

っ
た
と
言
え
よ
う
。
こ
れ
に
は
様
々
な
手
段
が
考
え
ら
れ
、
そ
の

代
表
的
な
も
の
と
し
て
は
州
に
よ
る
統
制
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
で
、
次
項
で
は
州
制
に

つ
い
て
考
察
し
た
い
。

(
2
)

州



務
に
関
与
し
て
は
い
た
が
、
そ
の
実
態
は
実
務
を
担

っ
た
郡
県
を
指
揮
監
督
す
る
形
で
行
わ
れ
て
い
た
に
す
ぎ
ず
、
州
府
組
織
は
郡
県
に
比

べ
大

規
模
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
③
後
漢
の
刺
史
は

「皇
帝

の
使
者
」
と
し
て
認
識
さ
れ
、
「使
君
」

(使
者

の
尊
称
)
と
い
う
別
称
で

呼
ば

れ
た
。

こ
こ
に
は
刺
史
が
郡
県
の
行
政
官
と
異
な
る
、
皇
帝

の
名
代
と
し
て
の
存
在
で
あ

っ
た
こ
と
が
象
徴
的

に
示
さ
れ
て
い
る
。

右

に
挙
げ
た
諸
点
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、
本
項
で
は
、
前
漢
末
以
降

の
州
牧
制
度
と
の
比
較
を
通
じ
て
、
光
武
帝
期
に
お
け
る
州
制
の
特

質
を
考
察
し
、
私
見
を
補
強
し
た
い
。

成
帝

の
緩
和
元
年

(前
八
)、
武
帝
期
に
設
置
さ
れ
た
刺
史
は
州
牧
に
改
め
ら
れ
る
。
こ
の
と
き
、
丞
相
程
方
進

と
大
司
空
何
武
は

「刺

史
は
位
下
大
夫
な
り
、
而
る
に
二
千
石
に
臨
め
ば
、
輕
重
は
相
ひ
準
ぜ
ず
、
位
次
の
序
を
失

へ
り
」
と
指
摘
し
、
州
牧
の
設
置
を
主
張
し
た

(『
漢
書
』
巻
八
三

朱
博
伝
)。
藤
岡
喜
久
男
氏
は
、
州
牧
の
設
置
に
よ

っ
て
、
官
秩
上
、
州
牧

(真

二
千
石
)
は
九
卿

(中
二
千
石
)
と

郡
国
守
相

(二
千
石
)
と
の
問
の
官
僚
と
し
て
措
定
さ
れ
た
と
指
摘
さ
れ
る

。
そ
の
後
、
王
芥
新

の
州
牧
に
つ
い
て
は
、
天
鳳
元
年

(
一

四
)

の
州
牧
設
置
時
に
五
等
爵

(公

・
侯

・
伯

・
子

・
男
)

の
有
爵
者
を
代
々
各
級
の
地
方
官
に
任
じ
る
と
規
定
さ
れ
て
お
り
、
州
牧
に
は

公
爵

が
任
命
さ
れ
た
。
州
牧
以
下
は
、
侯
爵
が
漢
制
の
郡
太
守
に
相
当
す
る
卒
正
、
伯
爵
が
連
率
、
子
爵
が
郡
都
尉

に
相
当
す
る
属
令
、
男

爵
が
属
長
を
世
襲
し
た
と
す
る

(『
同
』
巻
九
九
中
王
莽

伝
)。

要
す
る
に
、
前
漢
末
の
官
制
で
は

「九
卿

(中
二
千
石
)
1
州
牧

(真
二
千
石
)
1
郡
国
守
相

(二
千
石
)
」
の
官
秩
序
列
が
窺
わ
れ
る

の
に
対
し
、
王
莽

新
の
地
方
官
制
で
は

「州
牧

(公
爵
)
1
卒
正

(侯
爵
)
・
連
率

(伯
爵
)
1
属
令

(子
爵
)
・
属
長

(男
爵
)
」
と
爵
位

の
序
列
が
反
映
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
両
者
に
共
通
す
る
の
は

「位
次

の
序
」
(前
引
朱
博
伝
)

の
重
視
で
あ
り
、
地
方
官
制
に
お
い
て
は

州
牧
が
そ
の
最
上
位
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
、
前
稿
で
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
光
武
帝
期
の
刺
史
改
革
は
、
前
漢
末
～
王
莽

新
の

「位
次
の
序
」
に
則
し
た
体
制
と
は

相
反
す
る
も
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
後
漢

の
刺
史
は
単
な
る
前
漢
の
旧
制
の
復
活
で
は
な
く
、
「位
次
の
序
」
と
は
異
な
る
秩
序
論
理
の
も

と
に
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

そ

し
て
、
そ
の
萌
芽
は
刺
史
改
革
よ
り
前
に
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
光
武
帝
期
に
新
汲
令
を
経
験
し
た
こ
と
が
あ
る
王
隆

(伝
七
〇



上

文
苑
列
伝
)
の

『漢
官
解
詰
』
を
見
る
と
、

京
畿
師
外
、
十
有
三
牧
、
分
部
馳
郡
行
國
、
督
察
在
位
、
奏
以
言
、
録
見
囚
徒
、
考
實
侵
冤
、
退
不
録
職
、
状
状
進

一
奏
事
焉
。

と
あ
る
よ
う
に
、
十
三
州
牧

(建
武

一
一
年

〔三
六
〕
に
朔
方
牧
が
廃
止
さ
れ
て
十
二
州
牧
と
な
る
)
の
基
本
的
な
役
割
が
郡
国
を
巡
行
し
、

地
方

官
を
督
察
す
る
こ
と
で
あ
る
と
記
さ
れ
て
い
る
。
実
際
、
伝

二
三

朱
浮
列
伝
に
は
、
建
武
六
年

(三
〇
)
の
頃
の
こ
と
と
し
て
、

菖
制
、
州
牧
奏
二
千
石

・
長
吏
不
任
位
者
、
事
皆
先
下
三
公
、
三
公
遣
縁
史
案
験
、
然
後
黙
退
。
帝
時
用
明
察
、
不
復
委
任
三
府
、
而

灌
蹄
刺
墾
之
吏
。

と
あ
る
。
光
武
帝
は
、
州
牧
が
郡
県
の
不
適
格
者
を
上
奏
し
た
際
、
「薔
制
」
で
は
行
わ
れ
て
い
た
三
公
府
の
審
査
を
廃
止
し
、
そ
の
権
限

は

「刺
基
の
吏
」
(巨
州
牧
)
に
帰
し
た
と
言
う
。
同
伝
の
続
き
に
は
、
こ
れ
に
対
す
る
執
金
吾
朱
浮
の
上
疏
と
し
て
、

(光
武
帝
)
即
位
以
來
、
不
用
薔
典
、
信
刺
塞
之
官
、
黙
鼎
輔
之
任
、
至
於
有
所
劾
奏
、
便
加
免
退
、
覆
案
不
關
三
府
、
罪
諮
不
蒙
澄

察
。
陛
下
以
使
者
為
腹
心
、
而
使
者
以
從
事
為
耳
目
、
是
為
尚
書
之
平
、
決
於
百
石
之
吏
。

と
述

べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
朱
浮
は
地
方
官
の
人
事
が
三
公
府
を
排
除
し
て

「刺
翠

の
官
」
(州
牧
)
の
劾
奏
と
尚
書
の
判
断
に
よ

っ
て

決
め
ら
れ
る
点
を
批
判
す
る
。
朱
浮
の
視
点
か
ら
見
る
と
、
「使
者
」
で
あ
る
州
牧
は
ま
さ
に
光
武
帝

の

「腹
心
」
で
あ
り
、
そ
れ
は

「薔

典
」
と
は
異
な
る
政
治
体
制
で
あ

っ
た
の
で
あ
る
。
朱
浮

の
上
疏
は

「薔
典
」
を
尊
重
し
な

い
光
武
帝
に
対
す
る
批
判
に
そ
の
主
眼
が
あ

っ

た
と
考
え
ら
れ
、
当
時
の
政
治
体
制
を
把
握
し
て
い
た
人
物
の
も
の
と
し
て
傾
聴
に
値
す
る
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
を
前
漢
末
～
王
莽

新

の
州
牧
制
度
と
比
較
す
る
な
ら
ば
、
光
武
帝
に
と

っ
て
州
牧
は
単
な
る
地
方
長
官
で
は
な
く
、
地
方
に
派
遣
し

た
皇
帝

の
使
者
で
あ
り
、
か

つ
自
己
の
腹
心
と
見
な
さ
れ
る
よ
う
な
存
在
で
あ

っ
た
と
言
え
よ
う
。
天
下
統

一
後
、

こ
う
し
た
州
牧

の
位
置

づ
け
を
制
度
的
に
明
確
に
し
た
の
が
刺
史
改
革
で
あ

っ
た
。
そ
の
背
景
に
は
、
皇
帝
親
政
を
企
図
し
た
光
武
帝
の
政
治
姿
勢
が
考
え
ら
れ
る
。

『
東
観
漢
記
』
巻

一

光
武
皇
帝
紀
を
見
る
と
、

上
躬
親
萬
機
、
急
於
下
情
、
乃
令
上
書
敷
封
則
用
、
不
得
刮
璽
書
、
取
具
文
字
而
已
。

と
あ
り
、
光
武
帝
自
身
が
万
機
を
統
べ
、
下
情
を
知
る
こ
と
に
務
め
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
皇
帝
親
政

の

一
端
を
支
え
た
の
が



皇
帝

の
名
代
と
し
て
地
方
に
派
遣
さ
れ
た
刺
史
で
あ

っ
た
の
で
あ
る
。

従
来
の
研
究
は
、
後
漢
の
州
が
行
政
職
務
に
関
与
し
て
い
た
こ
と
を
重
視
す
る

一
方
、
州
と
郡
県
と
の
問
に
あ
る
行
政
活
動

の
質
的
差
異

に

つ
い
て
は
必
ず
し
も
注
目
し
て
こ
な
か

っ
た
。
こ
れ
に
対
し
、
前
稿
に
お
い
て
筆
者
は
、
州
に
よ
る
行
政
活
動
は
地
方
行
政

の
実
務
が
主

任
務

で
は
な
く
、
主
と
し
て
郡
県
を
指
揮
監
督
す
る
形
で
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。
確
か
に
監
察
と
行
政
と
で
は
そ
の
職
務
内
容

を
異
に
す
る
が
、
こ
う
し
た
行
政
形
態
に
お
い
て
州
の
役
割
は
郡
県
を
統
制
す
る
と
い
う
点
で
は
監
察
機
能
と
軌
を

一
に
す
る
。

つ
ま
り
、

一
面
に
お
い
て
、
州
に
よ
る
郡
県
に
依
存
し
た
行
政
活
動
は
、
郡
県
統
制
の

一
形
態
で
あ

っ
た
と
も
考
え
る
こ
と
が

で
き
よ
う
。
以
上
の
よ

う
に
考
え
て
大
過
な

い
と
す
れ
ば
、
刺
史
改
革
当
初
に
お
け
る
州
制
の
基
本
的
な
役
割
は
郡
県
の
よ
う
に
民
政
そ
の
も
の
を
行
う
こ
と
で
は

な
く
、
郡
県
以
下
の
民
政
機
関
を
統
制
す
る
こ
と
に
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
後
漢
の
州
に
よ

る
行
政
活
動
が
郡
県
を

指
揮
監
督
す
る
形
で
行
わ
れ
た
と
い
う
点
は
、
そ
の
郡
県
統
制
が
従
前
の
監
察
機
能
を
も
と
に
、
行
政
の
実
施
面
に
ま
で
及
ぶ
よ
う
に
な

っ

た
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

以
上
、
本
節
で
は
つ
ぎ

の
諸
点
を
明
ら
か
に
し
た
。
①
光
武
帝
期
に
は
戦
乱
に
よ
る
戸
口
の
減
少
と
郡
県
官
府
の
冗
官

の
た
め
、
各
官
府

の
組
織
体
制
が
整
備
さ
れ
、
郡
県
の
統
廃
合
に
よ
っ
て
郡
県
制
全
体
も
適
正
な
規
模
に
調
整
さ
れ
た
。
②
光
武
帝
期

の
軍
備
縮
小
は
郡
国
に

お
け

る
民
政
機
能
の
重
視
の
表
れ
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
が
、
前
漢
の
太
守

・
都
尉
を
相
互
に
牽
制
さ
せ
る
体
制
が
変
化
し
た
た
め
、
州

に
よ

る
統
制
の
重
要
性
は
よ
り
高
ま

っ
た
。
③
前
漢
末
～
王
莽

新
の
州
牧
は
最
上
位

の
地
方
長
官
と
し
て
位
置
づ
け

ら
れ
た
。
他
方
、
皇
帝

親
政
を
企
図
し
た
光
武
帝
は
、
刺
史
改
革
に
よ
っ
て
監
察
官
と
し
て
の
刺
史
を
単
な
る
地
方
長
官
で
は
な
く
、
地
方

に
お
け
る
皇
帝

の
名
代

と
し
て
制
度
的
に
位
置
づ
け
た
。
④
州
制
は
そ
の
基
本
的
な
役
割
が
民
政
そ
の
も
の
を
行
う
こ
と
で
は
な
く
、
郡
県

以
下
の
民
政
機
関
を
統

制
す

る
た
め
に
措
定
さ
れ
た
。
後
漢
の
州
に
よ
る
行
政
活
動
が
郡
県
を
指
揮
監
督
す
る
形
で
行
わ
れ
た
と
い
う
点
は
、
郡
県
に
対
す
る
統
制

が
行
政
の
実
施
面
に
ま
で
及
ぶ
よ
う
に
な

っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。



前
節
ま
で
は
、
光
武
帝
期
の
中
央
官
制

・
地
方
官
制
に
関
す
る
改
革
に
つ
い
て
、
個
別
に
各
官
の
実
態
を
究
明
し
て
き
た
。
こ
れ
を
踏
ま

え
、
本
節
で
は
当
該
改
革
に
よ

っ
て
形
成
さ
れ
た
官
制
を
総
体
的
に
考
察
す
る
た
め
、
と
く
に
中
央
官
制
と
地
方
官
制
と
の
関
連
性
を
明
ら

か
に
す
る
。
そ
の
う
え
で
、
光
武
帝
期
の
官
制
改
革
が
進
展
し
た
時
代
背
景
や
こ
れ
よ
り
後
の
後
漢
官
制
に
与
え
た
影
響
を
明
ら
か
に
し
、

そ
の
歴
史
的
意
義
に

つ
い
て
私
見
を
述
べ
た
い
。

光
武
帝
期
の
官
制
改
革

の
特
徴
と
し
て
、
百
官
志

の
冒
頭
に
は
、

世
祖
中
興
、
務
從
節
約
、
井
官
省
職
、
費
減
億
計
、
所
以
補
復
残
訣
、
及
身
未
改
、
而
四
海
從
風
、
中
國
安
樂
者
也
。

と
記
述
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
が

「官
を
井
は
せ
職
を
省
く
」
「節
約
」
に
あ

っ
た
と
す
る
。
ま
た
、
安
帝
期
の
陳
忠
も
、
伝
三
六

陳
寵
列
伝

附
陳
忠
列
伝
に
、

建
武
之
初
、
新
承
大
齪
、
凡
諸
國
政
、
多
趣
簡
易
。

と
述

べ
て
お
り
、
光
武
帝
期
の
国
政
は

「簡
易
」
で
あ

っ
た
と
す
る
。
確
か
に
光
武
帝
期
に
は

「節
約
」
・
「簡
易
」
を
基
調
と
し
て
、
中

央
で
は
三
公
が
宰
相
と
し
て
、
尚
書
が
皇
帝
官
房
と
し
て
、
地
方
で
は
郡
県
が
民
政
機
関
と
し
て
、
州
が
監
察
機
関

と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の

基
本
的
な
役
割
を
全
う
す
べ
く
整
備

・
強
化
さ
れ
た
と
言
え
る
。
し
か
し
、
こ
れ
だ
け
で
は
各
官
府
の
効
率
化
を
図
る
こ
と
が
で
き
て
も
、

光
武
帝
に
よ
る
皇
帝
親
政
の
も
と
、
官
府
同
士
が
組
織
的
に
連
携
す
る
枠
組
み
は
十
分
で
な
い
。
こ
の
点
で
重
要
な
機
能
と
し
て
作
用
し
た

の
が
人
事
と
監
察
で
あ

っ
た
と
筆
者
は
考
え
る
。
以
下
、
中
央
官
制
と
地
方
官
制
と
の
関
連
性
に
留
意
し
つ
つ
、
具
体
的
に
検
討
し
て
み
よ

γつ
。ま

ず
、
人
事
に
つ
い
て
は
、
と
り
わ
け
地
方
官

の
人
事
運
営
に

つ
い
て
考
察
し
た
い
。
紙
屋
正
和
氏
は
、
漢
代
の
中
央
政
府
が
地
方
政
治

を
把
握
す
る
主
た
る
手
段
は
上
計

・
考
課
制
度
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
た
う
え
で
、
後
漢
に

つ
い
て
は
、
三
公
が
地
方
行
政

の
日
常
業
務
を
統

三

光

武

帝

期

の

官

制

改

革

と

そ

の

影

響



轄

・
指
導
し
、
郡
国
か
ら
の
上
計
簿
を
受
理
し
、
審
査
す
る
体
制
に
な

っ
て
い
た
と
さ
れ
る

。

一
方
、

一
節
二
項
で
述
べ
た
よ
う
に
、

前
漢
末
以
降
、
尚
書
が
功
次
に
よ
る
通
常

の
人
事
を
担

っ
て
お
り
、
そ
の
対
象
は
六
百
石
以
上
の
官

(河
南
サ

・
三
輔
、
郡
国
の
守
相
や
郡

丞
、
県
令
な
ど
)
で
あ

っ
た
。
前
漢
で
は
丞
相
が
百
官
の
長
と
し
て
上
計

・
考
課
と
と
も
に
、
人
事
運
営
を
も
担

っ
て
い
た
点
と
比
較
す
る

と
、
後
漢
で
は
三
公
が
地
方
官
の
上
計

・
考
課
を
担
う
が
、
六
百
石
以
上
の
地
方
官
に
対
す
る
具
体
的
な
人
事
処
遇

は
尚
書
に
委
ね
ら
れ
て

い
た

こ
と
に
な
る
。

つ
ま
り
、
中
央
政
府
が
人
事
面
で
地
方
官
府
を
統
制
す
る
際
、
三
公
が
宰
相
と
し
て
上
計

・
考
課
を
、
尚
書
が
皇
帝
官

房
と

し
て
地
方
官
の
人
事
運
営
を
分
担
し
て
い
た
。
さ
ら
に
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
光
武
帝
期
に
お
け
る
尚
書
の
組
織
改
革
を

へ
て
、
尚
書

の
人
事
機
能
は
組
織
と
し
て
充
実
し
、
そ
の
人
事
運
営
に
は
組
織
的
な
裏
付
け
が
伴

っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

つ
ぎ

に
、
監
察
に

つ
い
て
、
光
武
帝
期
に
は
中
央

・
地
方
の
監
察
体
制
が
再
編
さ
れ
る

。
す
な
わ
ち
、
中
央

で
は
大
司
徒
司
直

(前

漢
で
は
丞
相
司
直
)
の
廃
止
と
御
史
台
の
重
視
に
よ
り
、
前
漢

の
丞
相
系
統

・
御
史
系
統
が
併
存
し
て
い
た
体
制
か
ら
の
転
換
が
図
ら
れ
、

地
方

で
も
州
牧
の
廃
止

・
刺
史

の
復
活
と
い
う
刺
史
改
革
が
実
施
さ
れ
る
。
ま
た
、
御
史
台
は
尚
書
と
の
関
係
を
緊
密
に
し
て
い
っ
た
。
光

武
帝
期

の
王
隆

『
漢
官
解
詰
』

(『
太
平
御
覧
』
巻
二
二
五

職
官
部
二
三
所
引
)
を
見
る
と
、

建
武
以
來
、
省
御
史
大
夫
官
属
入
侍
蘭
毫
。
蘭
毫
有
十
五
人
、
特
置

(御
史
)
中
丞

一
人
以
総
之
。
此
官
得
塞
非
法
、
其
権
次
尚
書
。

と
あ
り
、
御
史
大
夫

(前
漢
末
に
大
司
空
に
改
称
)
の
官
属
が
蘭
台
に
入
侍
す
る
よ
う
に
な
り
、
こ
の
頃
に
は
御
史
中
丞
の
権
限
が
尚
書
に

次
ぐ
と
見
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
蘭
台
令
史
は

「劾
奏
を
書
く
を
掌
る
」
(『
漢
官
儀
』
)
官
で
あ
る
が
、
こ
の
な
か
で
有
能
な
蘭
台
令
史

は
尚

書
各
曹
の
文
書
を
掌
る
尚
書
令
史
に
抜
擢
さ
れ
て
お
り

(『漢
官
典
職
儀
式
選
用
』)
、
こ
う
し
た
尚
書
と
蘭
台
と
の
人
事
交
流
も
両
者

の
結

び

つ
き
を
強
め
た
で
あ
ろ
う
。

い
ま

一
度
、
光
武
帝
期
の
三
独
坐

(御
史
中
丞

・
司
隷
校
尉

・
尚
書
令
)
を
振
り
返

っ
て
み
る
と
、
御
史
中
丞
は
中
央
監
察
機
関
で
あ
る

御
史

台
の
長
官
、
司
隷
校
尉
は
京
畿
地
域
の
長
官
で
あ
る
と
と
も
に
、
監
察
官
を
も
兼
ね
て
い
た
。
そ
し
て
、
尚
書
令
は
監
察
活
動
と
関
連

の
あ
る
文
書
伝
達
と
人
事
運
営
を
担

っ
て
お
り
、
こ
の
三
者
を
尊
重
す
る
姿
勢
は
後
漢
建
国
の
段
階
よ
り
明
示
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
尚

書
と
監
察
活
動
と
の
関
連
を
示
す
好
例
が
次
代
の
明
帝
期

の
こ
と
と
し
て
、
伝
三

一

鍾
離
意
列
伝
に
見
え
る
。
明
帝
が

「耳
目
」
を
使

っ



て
監
察
さ
せ
て
い
た
こ
と
を
記
し
た
後
に
、

朝
廷
莫
不
煉
藻
、
孚
為
嚴
切
、
以
避
珠
責
。
唯

(尚
書
僕
射
鍾
離
)
意
濁
敢
諌
箏
、
数
封
還
詔
書
、
臣
下
過
失
輯
救
解
之
。

と
あ

り
、
多
く
の
官
吏
は
明
帝

の
処
罰
を
恐
れ
る
な
か
、
尚
書
僕
射
鍾
離
意
は
し
ば
し
ば

「詔
書
を
封
還
」
し
、
臣
下
の
過
失
が
そ
の
度
に

救
わ
れ
た
と
言
う
。
こ
こ
で
は
尚
書
僕
射
が
厳
し
す
ぎ
た
明
帝

の
政
治
を
緩
和
さ
せ
、
国
政
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
こ
と
示
し
て
い
る
が
、

さ
ら
に
注
目
さ
れ
る
の
は
尚
書

の
次
官
で
あ
る
尚
書
僕
射
が
監
察
に
よ
る
百
官
の
処
遇
を
左
右
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ

っ
た
と
い
う
点
で
あ

る
。地

方
監
察
に
お
い
て
も
、
二
節
二
項
で
述
べ
た
よ
う
に
、
光
武
帝
期
に
は
尚
書
が
刺
史

(刺
史
改
革
よ
り
前
は
州
牧
)

の
劾
奏
を
踏
ま
え

て
、
地
方
官

の
免
官
を
決
し
た

(前
引
伝
二
三

朱
浮
列
伝
)
。
ま
た
、
刺
史

の
劾
奏
に
対
す
る
返
書
は

「制
書
」
の
形
式
で
発
給
さ
れ
る
が
、

こ
の

「制
書
」
は
皇
帝
の
御
璽

の
う
え
に
、
尚
書
令
の
印
を
以
て
重
ね
て
封
じ
る
規
定
で
あ

っ
た

(藥
琶

『
独
断
』
巻
上
)。
尚
書
は
地
方

官

の
人
事
運
営
と
と
も
に
、
刺
史

の
劾
奏
や
そ
の
返
書
と

い
う
文
書
伝
達
の
面
か
ら
も
監
察
活
動
を
支
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
加
え

て
、

一
節

二
項
で
述
べ
た
よ
う
に
、
光
武
帝
期
に
は
文
書
を
起
草
す
る
尚
書
郎
が
増
員
さ
れ
、
尚
書

の
文
書
作
成
が
組
織
的
に
充
実
し
て
お

り
、

こ
れ
は
尚
書
が
監
察
活
動
を
支
え
る
う
え
で
有
効
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

つ
ま
り
、
中
央

の
御
史
台
と
地
方
の
州
、
そ
し
て
中
央

・
地
方

の
監
察
活
動
を
支
え
、
か
つ
人
事
運
営
を
担

っ
て
い
た
尚
書
と
が
組
織
的
に
機
能
す
る
よ
う
に
な

っ
た
の
が
光
武
帝
期
で
あ

っ
た
の

で
あ

る
。

以
上

の
よ
う
に
、
光
武
帝
の
も
と
、
人
事

・
監
察
を
中
心
と
し
て
、
中
央
と
地
方
と
が
組
織
的
に
連
携
す
る
枠
組
み
は
確
立
し
た
と
考
え

ら
れ

る
。
光
武
帝
と
明
帝
の
時
代
、
す
な
わ
ち
後
漢
建
国
か
ら
五
〇
年
間

(二
五
～
七
五
)
は
皇
帝
親
政
が
実
施
さ
れ
た
時
期
に
当
た
る
。

東
晋
次
氏
に
よ
れ
ば
、
光
武
帝

・
明
帝

の
統
治
理
念
と
は
、
諸
功
臣

・
外
戚

へ
の
権
力
集
中
を
抑
制
し
な
が
ら
、
文
吏

(実
務
に
通
じ
た
事

務
官
僚
)
を
駆
使
し
て
法
に
よ
る
皇
帝
一

元
支
配
の
樹
立
を
図
る
こ
と
で
あ

っ
た
と
さ
れ
る

。
と
く
に
、
王
芥

新
に
お
け
る
尚
書
体
制

の
形
骸
化
や
両
漢
交
替
期
の
戦
乱
状
況
を

へ
て
、
光
武
帝
期
に
尚
書
組
織
が
拡
充
さ
れ
、
こ
れ
以
降
、
尚
書
が
組
織
と
し
て
人
事
で
は
直
接

的
に
、
監
察
で
は
間
接
的
に
機
能
し
て
い
た
点
は
重
要
で
あ
る
。
冨
田
健
之
氏
は
、
前
漢
後
期
か
ら
後
漢
前
半
期
と

い
う
長
期
的
な
観
点
か



ら
尚
書
体
制
の
形
成
過
程
を
論
証
さ
れ
て
い
る
。
筆
者
は
冨
田
氏
の
論
に
賛
同
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
光
武
帝
期
以
降
の
尚
書
に
よ
る
組
織

的
な
支
配
は
前
漢

の
旧
制
を
継
承
し
な
が
ら
も
、
前
漢
と
は
質
的
に
異
な

っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
地

方
官
制
に
目
を
転
じ
れ
ば
、
光
武
帝
期
に
は
こ
れ
と
足
並
み
を
合
わ
せ
た
よ
う
に
刺
史
を
監
察
官
に
再
措
定
す
る
刺
史
改
革
が
行
わ
れ
て
い

る
。

つ
ま
り
、
皇
帝
親
政
を
志
向
し
た
光
武
帝
に
と

っ
て
自
身
を
輔
翼
す
る
組
織
体
制
が
必
須
と
な

っ
て
く
る
が
、
そ
の
中
核
に
位
置
づ
け

ら
れ
た
の
が
中
央
官
制
で
は
尚
書
、
地
方
官
制
で
は
刺
史
で
あ

っ
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
こ
れ
ま
で
考
察
し
て
き
た
光
武
帝
期
の
官
制
改
革
が
進
展
し
た
時
代
背
景
に
つ
い
て
は
ど
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
ろ

う
か
。
ま
ず
、
光
武
帝
が
支
配
体
制
の
強
化
を
企
図
し
た
要
因
と
し
て
は
、

一
節

一
項
で
述
べ
た
よ
う
に
、
前
漢
に
見
ら
れ
た
権
臣
や
外
戚

の
専
権
に
対
す
る
警
戒
が
あ
る
。
そ
の
た
め
、
光
武
帝
は
皇
帝
自
身
が
万
機
を
統

べ
る
体
制
を
と
る
こ
と
と
な
る

(前
引

『
東
観
漢
記
』
巻

あ
し
た

か
た
む

　

光
武
皇
帝
紀
)。
光
武
帝

の
政
治
姿
勢
に
つ
い
て
は

「毎
に

旦

に
朝
を
視
、
日

灰

き
て
乃
ち
罷
む
。」

(紀

一
下

光
武
帝
紀
)
と
見
え

る
よ
う
に
、
毎
日
早
朝
か
ら
夕
方
ま
で
政
務
を
取
り
行

っ
て
い
た
と
記
述
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
皇
帝
親
政
を
志
向
し
た
の
は
光

武
帝
だ
け
で
は
な

い
。
光
武
帝
期
の
近
例
と
し
て
は
、
王
莽

が
挙
げ
ら
れ
る
。
王
莽

は
自
分
が
纂
奪
以
前
に
権
力
を
独
占
し
て
漢
朝

の
政
治

を
掌
握
し
た
の
で
、
皇
帝
に
即
位
し
て
か
ら
は
権
臣
が
出
現
し
な

い
よ
う
に
、
務
め
て
自
身
で
諸
事
を
統
轄
し
よ
う
と
し
た

(『漢
書
』
巻

九
九
中
王
莽

伝
)。

つ
ま
り
、
こ
の
よ
う
な
政
治
姿
勢
は
王
莽
と
光
武
帝

の
両
者
は
共
通
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
光
武
帝
期
に

特
有
な
現
象
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。

光
武
帝
を
王
莽

や
両
漢
の
諸
帝
と
比
較
し
た
場
合
、
創
業
期
の
高
祖
や
最
末
期
の
献
帝
を
除
け
ば
、
光
武
帝
は
ど

の
皇
帝
よ
り
も
過
酷
な

戦
乱
状
況
に
い
た
。
当
然
、
光
武
帝
も
当
初
は
両
漢
交
替
期
の
群
雄

の

一
人
に
過
ぎ
な
か
っ
た
訳
で
あ
り
、
光
武
帝
政
権
は
戦
乱
の
な
か
で

国
政
を
運
営
し
て
い
か
ね
ば
な
ら
ず
、
天
下
統

一
後
は
内
政
の
安
定
に
腐
心
し
た
。
光
武
帝
政
権
に
と

っ
て
、
国
家
統
治
を
支
え
る
官
制
を

時
代
環
境
に
適
合

で
き
な
け
れ
ば
、
建
国
初
期
は
自
ら
の
生
存
さ
え
危
ぶ
ま
れ
る
状
況
に
あ
り
、
天
下
統

一
後
は
そ
れ
が
統

一
帝
国
の
維
持

に
支
障
を
来
す
原
因
と
も
な
り
得
る
。

つ
ま
り
、
前
漢
と
い
う
統

一
帝
国
を
継
承
し
た
王
莽

が

「好
み
て
制
度
を
攣
改
し
」

(『
同
』
王
莽

伝
)
、
理
念
的
な
国
家
体
制
の
実
現
に
遭
進
で
き
た
の
と
異
な
り
、
光
武
帝
は
統

一
帝
国
を
再
建

・
維
持
す
る
た
め
、
当
時
に
お
い
て
適
合



的
な
施
策
を
講
じ
る
こ
と
と
な

っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
実
際
、
王
芥
は

一
節
二
項
で
述
べ
た
よ
う
に
、
そ
の
輔
翼
組
織
が
必
ず
し
も
機

能
せ
ず
、
彼
が
夜
明
け
ま
で
執
務
に
没
頭
し
て
も
、
国
政
は
遅
滞
し
て
し
ま
い
、
や
が
て
新
王
朝
は
短
期
間
で
滅
亡
す
る
。

こ
れ
に
対
し
、

両
漢
交
替
期
の
群
雄
割
拠
か
ら
台
頭
し
た
光
武
帝
に
よ
る
諸
政
策
は
、
当
時
の
実
情
に
即
し
て
実
施
せ
ざ
る
を
得
な

い
戦
乱
の
も
と
で
行
わ

れ
る
。

こ
の
よ
う
な
時
代
北且
凧
は
官
制
改
革
に
も
す
く
な
か
ら
ず
影
響
を
与
え
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
二
節
二
項

で
は
光
武
帝
が

「即
位

せ
ら
れ
て
よ
り
以
來
、
奮
典
を
用
ゐ
ず
」
と
い
う
朱
浮
の
上
疏
を
引
用
し
た
が
、
逆
に
言
え
ば
、
当
時
は
も
は
や

「蕾
典
」
を
復
活
さ
せ
る

だ
け
で
十
分
な
状
況
で
は
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
戦
乱
状
況
の
な
か
、
光
武
帝
に
よ
る
皇
帝
親
政
の
も
と
、
皇
帝
に
権
限
が
集
中

す
る
組
織
体
制
が
促
進
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
こ
の
点
は
、

こ
れ
ま
で
の
研
究
で
は
軽
視
さ
れ
て
い
た
と
言
え
る
。

最

後
に
、
光
武
帝
期
の
官
制
改
革
が
こ
れ
よ
り
後
の
後
漢
官
制
に
与
え
た
影
響
を
考
察
し
た
い
。
従
来
よ
り
、
後
漢
官
制
に
顕
著
に
現
れ

る
現
象
と
し
て
、
中
央

の
尚
書
と
地
方

の
刺
史
と

の
重
要
性
が
前
漢
に
比
し
て
高
ま

っ
た
点
が
指
摘
さ
れ
て
い
る

。

こ
の
よ
う
な
認
識

は
概

ね
諸
先
学
に
共
通
す
る
も
の
で
あ
り
、
「波
紋
的
循
環
発
生
」
論
と
も
軌
を

一
に
す
る
。
こ
れ
に
対
し
、
中
央

官
制
の
尚
書
に
関
し
て

は
、

「波
紋
的
循
環
発
生
」
論
を
批
判
し
た
冨
田
氏
が
尚
書
の
皇
帝
官
房
と
い
う
役
割
に
着
目
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
宰
相
た
る
三
公
と
は

異
な

る
役
割
を
期
待
さ
れ
た
も
の
で
あ

っ
た
。
す
な
わ
ち
、
冨
田
氏
は
、
三
公
の
主
宰
す
る
官
僚
機
構
が
国
政
運
営
機
能
を
高
め
る

一
方
、

皇
帝

に
よ
る
組
織
的
支
配
を
輔
翼
す
る
尚
書
体
制
が
形
成
さ
れ
た
と
い
う
点
に
官
制
の
質
的
発
展
を
見
出
さ
れ
て
い
る
。
筆
者
は
、
こ
う
し

た
三
公
と
尚
書
と
の
機
能
的
差
異
を
郡
県
の
民
政
機
能
と
州
の
監
察
機
能
と
の
差
異
に
照
応
さ
せ
る
な
ら
ば
、
同
様

の
構
図
が
地
方
官
制
に

も
当

て
は
ま
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

つ
ま
り
、
後
漢

の
郡
県
に
お
い
て
は
民
政
機
関
と
し
て
の
属
吏
組
織
が
充
実
し
、
郡
県
の
間
に

組
織
的
、
か

つ
有
機
的
な
関
係
が
で
き
あ
が
る

一
方
、
州
に
お
い
て
は
監
察
機
能
を
核
と
し
て
行
政
面
で
も
郡
県
を
統
制
し
、
両
者
が
異
な

る
役
割
を
も

っ
て
機
能
す
る
地
方
統
治
体
制
が
構
築
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
後
漢
を
通
じ
て
看
取
さ
れ
る
尚
書
と
刺
史

の
別
称
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
尚
書
は

「陛
下
の
喉
舌
」
・
「喉

舌

の
官
」
と
い
う
皇
帝
側
近
官
を
表
現
す
る
別
称
で
呼
ば
れ

(細
)、
ま
た
、
前
稿
で
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
「皇
帝

の
使
者
」
と
し
て
認
識

さ
れ

て
い
た
刺
史
は

「使
君
」

(使
者

の
尊
称
)
と

い
う
別
称
で
呼
ば
れ
て
い
た
。

こ
の
こ
と
か
ら
、
当
時

の
人
々
は
両
官
を
単
な
る

一
般



お

わ

り

に

本
稿
で
の
検
討
を
ま
と
め
る
と
、
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

①

光
武
帝
期
に
は
三
公
が
戦
時
体
制
下
の
宰
相
と
し
て
国
政
を
運
営
し
た
。
後
漢

の
三
公
制
は
、
吏
事
を
重
視

し
た
光
武
帝
に
全
権
を

集
中
す
る
狙
い
の
も
と
に
構
築
さ
れ
た
が
、

こ
れ
は
皇
帝
が
担
う
べ
き
吏
事
を
輔
翼
す
る
組
織
が
よ
り

一
層
必
要
と
な

っ
た
こ
と
を
示

し
て
い
る
。
王
莽

新
に
お
け
る
尚
書
体
制

の
形
骸
化
や
両
漢
交
替
期
の
戦
乱
状
況
を

へ
て
、
光
武
帝
期
に
は
皇
帝
官
房
と
し
て
の
尚
書

の
再
構
築
が
企
図
さ
れ
、
そ
れ
は
十
分
に
奏
功
し
た
。
当
該
期
に
お
け
る
尚
書
組
織
の
拡
充
は
、
光
武
帝

の
輔
翼

組
織
と
し
て
尚
書
が

そ
の
中
核
を
担

っ
て
い
た
点
を
反
映
し
て
い
る
。

官
僚

と
は
異
な
る
も
の
と
し
て
認
識
し
て
い
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
他
方
、
後
漢
の
最
末
期
に
至
る
と
、
中
央
官
制

で
は
相
国
董
卓

(中
平

六
年

[
一
八
九
〕)
・
丞
相
曹
操

(建
安

一
三
年

〔
二
〇
八
〕
)
の
出
現
に
よ
り
皇
帝
だ
け
が
全
権
を
掌
握
す
る
体
制

は
崩
れ
て
し
ま
い
、
地

方
官
制
で
は
中
平
五
年

(
一
八
八
)
に
設
置
さ
れ
た
州
牧
を
中
心
と
し
て
地
方
軍
閥
が
割
拠
し
、
後
漢
統

一
帝
国

は
瓦
解
す
る

。

い
ず

れ
の
現
象
も
当
時
の
政
治
情
勢
か
ら
出
来
し
た
も
の
で
は
あ
る
が
、
巨
視
的
に
見
れ
ば
、
光
武
帝
期
に
確
立
し
た
皇
帝
支
配
体
制
の
破
綻
を

象
徴
す
る
も
の
と
言
え
よ
う
。

序

で
述
べ
た
よ
う
に
、
近
年
の
漢
代
史
研
究
は
、
前
漢
末
～
後
漢
初
に
お
け
る
国
家
体
制
の
再
編
に
着
目
し
て
い
る
。
そ
の

一
翼
を
担
う

官
制
に

つ
い
て
言
え
ば
、
光
武
帝
期
の
改
革
を
通
じ
て
再
編
さ
れ
た
と
い
う
の
が
私
見
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
以
上
に
筆
者
が
重
視
し
た

い
の
は
、
両
漢
交
替
期
と
い
う
戦
乱
の
時
代
か
ら
生
じ
た
皇
帝
支
配
体
制
の
変
化
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
両
漢
交
替
期
を

へ
て
、
中
央

の

「陛

下
の
喉
舌
」
た
る
尚
書
と
地
方
の

「皇
帝
の
使
者
」
た
る
刺
史
と
が
相
ま

っ
て
皇
帝
支
配
を
組
織
的
に
支
え
る
体
制
が
構
築
さ
れ
た
こ
と
に

よ
り
、
皇
帝
支
配
の
体
制
化
は
確
立
し
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
そ
れ
は
前
漢
以
来
の
職
務
範
囲
の
拡
大
や
権
限
の
増
大
と

い

っ
た
単
な
る
量
的
拡
大
で
は
な
く
、
官
制
の
質
的
発
展
に
と
も
な
う
帰
結
と
し
て
理
解
す
べ
き
で
あ
る
。



右

の
検
討
が
当
を
得
た
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
冨
田
健
之
氏
の
説
く
尚
書
体
制
の
よ
う
な
官
制
の
質
的
発
展
は
中
央

官
制
だ
け
で
は
な
く
、

地
方

官
制
に
も
生
じ
た
こ
と
に
な
る
。
和
田
清
氏
の

「波
紋
的
循
環
発
生
」
論
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
中
国
史
に
お
け
る
官
制
は
中
央
と
地

方

の
双
方

で
展
開
し
た
。
漢
代
に
つ
い
て
言
え
ば
、
光
武
帝
期

の
官
制
改
革
に
よ

っ
て
、
皇
帝
支
配
の
体
制
化
は
中
央

・
地
方
総
体
と
し
て

確
立

し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
時
代
背
景
と
し
て
、
両
漢
交
替
期
に
お
け
る
戦
乱
状
況
が
あ

っ
た
。
後
漢
と
い
う
統

一
帝
国
が
再
建
さ
れ
る
な

か
、
光
武
帝
に
よ
る
皇
帝
親
政
の
も
と
、
皇
帝
に
権
限
が
集
中
す
る
組
織
体
制
が
促
進
さ
れ
、
官
制
の
質
的
発
展
が
生
じ
た
と
い
う
の
が
本

稿
の
結
論
で
あ
る
。

②

光
武
帝
期
に
は
郡
県
官
府
に
冗
官
が
生
じ
た
た
め
、
郡
県
の
組
織
体
制
が
整
備
さ
れ
た
。
当
該
期
の
軍
備
縮

小
は
、
郡
国
に
お
け
る

民
政
機
能

の
重
視

の
表
れ
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
光
武
帝
は
刺
史
改
革
に
よ

っ
て
監
察
官
と
し
て

の
刺
史
を
地
方
に
お
け

る
皇
帝
の
名
代
と
し
て
制
度
的
に
位
置
づ
け
た
。
州
制
に
お
け
る
基
本
的
な
役
割
は
郡
県
以
下
の
民
政
機
関
の
統
制
で
あ

っ
た
。
後
漢

の
州
が
郡
県
を
指
揮
監
督
す
る
形
で
地
方
行
政
に
関
与
し
て
い
た
の
は
、
郡
県
に
対
す
る
統
制
が
行
政
の
実
施

面
に
ま
で
及
ぶ
よ
う
に

な

っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

③

光
武
帝
に
よ
る
皇
帝
親
政
の
も
と
、
人
事

・
監
察
を
中
心
と
し
て
、
中
央
と
地
方
と
が
組
織
的
に
連
携
す
る
枠
組
み
は
確
立
し
た
。

戦
乱
期
に
形
成
さ
れ
た
光
武
帝
政
権
に
お
い
て
は
、
統

一
帝
国
を
再
建

・
維
持
す
る
た
め
、
時
代
環
境
に
適
合
的
な
施
策
を
講
じ
ざ
る

を
得
ず
、
こ
の
点
が
官
制
改
革
に
影
響
を
与
え
る
。
そ
の
結
果
、
当
該
期
に
官
制
改
革
が
進
展
し
、
光
武
帝
に
権
限
が
集
中
す
る
組
織

体
制
が
促
進
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

④

諸
先
学
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
尚
書
と
刺
史
の
重
要
性
が
後
漢
を
通
じ
て
高
ま
っ
て
い
く
が
、
そ
れ
は
前
漢

以
来

の
職
務
範
囲
の
拡

大
や
権
限
の
増
大
と
い

っ
た
単
な
る
量
的
拡
大
で
は
な

い
。
光
武
帝
期
に
中
央
の

「陛
下
の
喉
舌
」
た
る
尚
書
と
地
方
の

「皇
帝

の
使

者
」
た
る
刺
史
と
が
相
ま
っ
て
皇
帝
支
配
を
組
織
的
に
支
え
る
体
制
が
構
築
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
皇
帝
支
配
の
体
制
化
は
確
立
し
た
。

た
だ
し
、
こ
の
点
は
官
制

の
質
的
発
展
に
と
も
な
う
帰
結
と
し
て
理
解
す
べ
き
で
あ
る
。



(
1
)

漢
代

の
官

制
史
研
究

に

つ
い
て
は
、
米

田
健
志

「
日
本

に
お
け

る
漢
代
官

僚
制
研
究

」

(『
中
国
史
学
』

一
〇
、

二
〇
〇

〇
年
)
参
照
。
な

お
、
光
武

帝

(劉
秀
)

の
評
伝

と
し

て
は
、
安

作
璋

・
孟
祥
才

『
漢

光
武
帝
大
伝
』

(
中
華
書
局
、

二
〇

〇
八
年
)
、
後
漢
時
代
史

研
究

の
専
著
と

し
て
は
、
狩
竪

直
禎

『
後
漢
政
治
史

の
研
究
』

(
同
朋
舎
出
版
、

一
九
九
三
年
)
、
渡
邉
義

浩

『
後
漢
国
家

の
支

配
と
儒
教
』

(雄

山
閣
出
版
、

一
九
九

五
年
)
、
東
晋
次

『
後
漢
時
代

の
政
治
と
社
会

』

(名
古
屋
大
学

出
版
会

、

一
九
九
五
年
)
参
照
。

(
2
)

渡
辺
信

一
郎

「中

華
帝

国

・
律
令
法

・
礼
的

秩
序

」
(川
北
稔

・
鈴
木
正
幸
編

『
シ

ン
ポ
ジ
ウ

ム

歴
史
学

と
現
在

』
柏
書
房
、

一
九
九
五
年
、
所
収
)
、

「
天
下
観
念

と
中
国
に
お
け

る
古
典
的

国
制

の
成
立
」

(
二
〇
〇

二
年

初
出
、
同
氏

『
中

国
古

代

の
王
権
と
天
下
秩
序
-

日
中
比
較
史

の
視
点

か
ら
ー
』

校
倉

書
房
、

二
〇
〇

三
年
、
所
収
)
参
照
。

(
3
)

保
科
季

子

「前
漢
後

半
期
に

お
け

る
儒

家
礼
制

の
受

容
-

漢
的
伝
統

と

の
対
立
と
皇
帝

観

の
変
貌
ー

」

(『
歴
史
と
方
法

三

方
法
と

し
て

の
丸
山
眞

男
』
青
木
書
店
、

一
九
九
八
年
)
参
照
。

(
4
)

阿
部
幸
信

「漢

代
官
僚
機
構

の
構
造
ー

中
国
古
代
帝
国

の
政
治
的

上
部

構
造
に
関
す

る
試
論
1

」
(『
九
州
大
学
東
洋
史

論
集
』
三

一
、
二
〇
〇
三
年
)

参
照
。

(
5
)

渡
邉
義
浩

「後
漢
儒

教

の
固
有
性
1

『
白
虎

通
』

を
中
心
と
し

て
ー

」

(二
〇
〇
五
年
初
出
、

の
ち

改
題

の
う
え
、
同
氏

『
後
漢

に
お
け
る

「儒
教
国

家
」

の
成
立
』

汲
古
書
院
、

二
〇
〇
九

年
、

所
収
)
参
照
。

(
6
)

和

田
清
編
著

『
支

那
官
制
発
達
史
-

特
に
中
央
集
権
と
地
方
分
権

と

の
消
長
を
中
心
と

し
て
…
』

(
一
九
四

二
年
初
出
、
汲

古
書
院
、

一
九
七
三
年
)

序
説

四
頁
参

照
。

(
7
)

冨
田
健
之

「漢

代
政
治
制
度
史

に
関
す

る
二

・
三

の
問
題
-
内

朝

・
外
朝
及

び
尚

書
問
題

に

つ
い
て

の
近
年

の
研
究

を
め
ぐ

っ
て
ー

」

(『
東

ア
ジ

ア

ー

歴
史

と
文
化
i
』

一
、

一
九
九

二
年
)

一
五
頁
～

一
六
頁

参
照
。
そ

の
他
、

冨
田
氏

の
論
考
と

し
て
は
、

A

「内
朝
と
外

朝
ー

漢
朝
政
治
構
造

の
基

註



礎
的
考

察
1

」

(『
新

潟
大
学
教
育

学
部
紀
要

人
文

・
社
会
科

学
編
』

二
七
-

二
、

一
九
人
六
年

)
、

B

「漢
時

代
に
お

け
る
尚
書
体
制

の
形
成
と
そ

の
意
義

」

(『
東
洋
史

研
究
』
四

五
ー

二
、

一
九

八
六
年
)
、

C

「前
漢
後

期
に
お
け

る
尚

書
体
制

の
展
開
と

そ
れ
を
め
ぐ

る
諸
問

題
ー
中
書
宦
官

・
三

公
制
形
成

・
王
莽
政
権
-

」

(『
東

ア
ジ

ア
ー
歴
史

と
文
化
1
』

七
、

一
九

九
八
年
)
、

D

「後
漢
前

半
期
に
お

け
る
皇
帝
支
配

と
尚

書
体
制

」

(『
東
洋

学

報
』
八

一
-

四
、

二
〇
〇
〇
年
)
な
ど
を
参
照
。

(
8
)

拙

稿

A

「後
漢
時
代

に
お
け
る
刺
史

の

『
行
政
官

化
』

再
考

」

(『
九
州
大
学
東
洋
史

論
集
』
三
六
、

二
〇
〇
八
年
)
、

B

「後
漢
末

の
州
牧

と
刺
史
に

つ
い
て
」

(『
日
本
秦
漢
史
学
会

会
報
』

一
〇

〔刊
行

予
定

〕
)
。

(
9
)

本
稿

で
言

う

「両
漢
交
替

期
」
と

は
、

居
撮
元
年

(
六
)
、
王
莽

政
権

に
対
す

る
劉

氏

の
叛
乱
が
相
次

い
だ
時
期

か
ら
、
建

武

一
二
年

(
三
六
)
、
光

武
帝

が
ほ
ぼ
天
下
を
統

一
す

る
ま
で

の
時
期

の
こ
と
を
指

す
。

詳
細
は
前
掲
註

(
8
)
拙
稿

A

の
註

(
1
)
参
照
。

(
10
)

例

え
ば

、
労
幹

「論
漢
代
的
内

朝
与
外
朝
」

(『
国
立
中
央
研
究
院
歴
史
語
言

研
究

所
集

刊
』

一
三
、

一
九

四
八
年
)
、
増
淵
龍
夫

「漢
代

に
お
け
る
国

家
秩

序

の
構
造
と
官
僚

」

(
一
九

五
二
年
初
出
、

同
氏

『
新

版

中
国
古
代

の
社
会
と
国
家
』
岩
波
書

店
、

一
九
九

六
年

、
所
収
)
、
西
嶋
定

生

「武
帝

の
死
-

『
塩
鉄

論
』

の
政
治
史

的
背
景
1

」

(
　
九

六
五
年
初
出

、
同
氏

『
中

国
古
代
国
家

と
東

ア
ジ

ア
世
界
』
東

京
大
学
出
版
会

、

一
九

八
三
年
、

所
収

)、

鎌
田
重
雄

「漢
代

の
尚
書

官
-

領
尚
書
事

と
録
尚
書
事

と
を
中
心
と

し
て
ー

」

(『
東
洋
史
研
究
』

二
六
-

四
、

一
九
六
八
年
)
な
ど
。

(
11
)

例
え
ば
、
祝

総
斌

『
両
漢

魏
晋
南
北
朝
宰

相
制
度
研
究

』

(中
国
社
会
科
学

出
版
社
、

一
九
九
〇
年
)
、
紙
屋

正
和

「後
漢
時

代
に
お
け

る
地
方

行
政

と

三
公
制
度
」

(
二
〇
〇
三
年
初
出
、

同
氏

『
漢
時
代

に
お
け
る
郡
県
制

の
展
開
』
朋
友
書
店
、

二
〇
〇
九
年
、
所
収
)
、

渡
邉

将
智

「両
漢
代

に
お
け

る
公
府

・
将
軍
府
-
政
策

形
成

の
制
度
的

変
遷
を
中
心

に
ー

」

(『
史
滴
』

二
八
、

二
〇
〇
六
年
)
、

「
後
漢

時
代

の
三

公
と

皇
帝

権
カ
ー
宦
官

の
勢

力
基

盤
と
徴

召

の
運
用
を
手
が
か

り
と
し
て
ー

」

(『
史
観
』

一
五
六
、
二
〇
〇
七
年
)
な

ど
。

(
12
)

前
掲
註

(
7
)
冨

田
健
之
氏

の
一
連

の
論
考
は

こ
う

し
た
観
点

か
ら
の
研
究
を
代
表
す

る
。

(
13
)

前
漢
末

の
三
公
制
形
成

に

つ
い
て
は
、
山

田
勝
芳

「前
漢
末
三
公
制

の
形
成

と
新

出
漢
簡
i
王
莽

代
政
治
史

の

一
前
提
i

」

(『
集

刊
東
洋
学
』
六
八
、

一
九
九

二
年
)
参
照
。

(
14
)

前
掲
註

(
11
)
紙
屋
氏
論
文
参
照
。



(
15
)

藤

田
高
夫

「
前
漢
後
半
期

の
外
戚
と

官
僚

機
構
」

(『
東
洋
史

研
究
』

四
八
ー

四
、

一
九
九

〇
年

)
、
米
田
健
志

「前
漢
後
期

に
お
け
る
中
朝
と
尚
書

皇
帝

の
日
常

政
務

と

の
関
連

か
ら
ー

」

(『
東
洋
史
研
究
』

六
四
-

二
、
二
〇
〇
五
年
)
参
照
。

(
16
)

例
え
ば
、
前

掲
註

(
H
)
祝
氏
著
書
、

紙
屋
氏
論
文
参
照
。

(
17
)

哀

帝
期

に
も

三
公
制

の
改
革

が
行
わ
れ

て
い
る

(『
漢
書
』
巻

一
一

哀
帝
紀

、
元
寿

二
年

〔前

一
〕
五
月

の
条
)

が
、
翌
月

に
は
哀
帝

が
崩
御

し
て

し
ま

い
、
そ

の
翌
年
に
四
輔
が
置

か
れ
る
。

(
18
)
王
莽

官

制
に

つ
い
て
は
、
東
晋
次

『
王
莽

儒
家

の
理
想

に
慧

か
れ
た
男
』

(白
帝
社
、

二
〇
〇
三
年
)
参
照
。

(
19
)

例

え
ば
、

対
匈
奴

政
策

(伝
九

取
算

列
伝
附
取
国
列
伝
、
伝

七
九

南
匈
奴

列
伝
)
、
五
鉄
銭

の
可
否

(伝

一
四

馬
援
列
伝
)
、

厳
刑

・
緩
刑

の
議
論

(伝

↓
七

杜
林
列
伝
、
伝

二
四

梁
統

列
伝
)
、
辟
雍

・
明
堂

(伝

二
五

張
純
列
伝
)

や
尭

の
祭

祀

の
議
論

(『
続
漢
書
』
祭

祀
志
上
)
な
ど
。

(
20
)

前
掲

註

(
11
)祝

氏
著
書
五

八
頁

～
六
〇
頁
参
照
。

(
21
)

前
掲

註

(7
)
冨
田
氏

C
論
文

の
註

(30
)
参
照
。

(
22
)

前
掲

註

(7
)
冨

田
氏

B
論
文

四
三
頁
参
照
。

(
23
)

前
掲

註

(7
)
冨
田
氏

D
論
文

五
頁
参

照
。

(
24
)

文
書

の
事

例
は
、
前
述

し
た
侠

文
収
集

の
他
、
郡
県

か
ら
尚
書

へ
の
列
侯
相
続
者

の
報
告

(紀

一
上

光
武
帝
紀
、
建
武

二
年

[
二
六
〕

の
条
)
、

「胡

降
激

」

の
署
名

(伝

一
九

飽

永
列
伝
附
飽

呈
伝
)
な

ど
。

人
事

の
事

例
は
、
官
吏

を
拝
命
す

る
日

の
決
定

(伝

一
六

伏
湛

列
伝
)
、

三
公
推
挙

の
調

査

(伝

一
六

爲
勤
列
伝
)
、
三

公
縁

属

の
禁
錮

解
除

(伝

六
九
上

儒

林
列
伝

・
戴
糠
伝
)
な
ど
。

(
25
)

池

田
雄

一

「廷

尉
平
と
直
指
繍
衣
使
者
-
漢
代

の
司
法
行
政

一
斑
ー
」
(
一
九
八
七

年
初

出
、
の
ち
改
題

の
う
え
、
同
氏

『
中
国
古
代

の
律
令

と
社
会

』

汲
古
書

院
、
二
〇
〇
八
年
、
所
収

)
参

照
。

(
26
)

漢
官

六
種
か
ら

の
史
料
引
用

に
際

し
、
本
稿

で
は

『
漢
官

六
種
』

(中
華
書
局
、

一
九
九
〇

年
)

を
底
本
と
す
る
。

(
27
)

佐
藤
達

郎

「尚
書

の
錐
衡

の
成
立
-

漢
代
に
お
け
る

『
選
挙
』

の
再
検
討
ー

」

(『
史
林
』

七
八
-

四
、

一
九
九

五
年
)
参
照
。

(
28
)

尚
書

郎

の
増
員
を
光
武
帝
期

に
特
定

し
な

い
史
料
も
あ

る

(『
宋

書
』

巻
三
九

百
官
志
載
録

の

『
漢

官
儀
』
)
が
、
列
曹
尚
書

の
増
置
は
属
下

の
尚
書



郎
と
密
接
な
関
係

に
あ

る
。
『
晋
書
』

職
官
志
が
尚
書
郎

の
増

員
を
尚

書
組
織

の
基
本
構
造

が
確

立
し
た
当
該
期
と

し
た

の
は
穏
当
と
言
え
よ
う
。

(
29
)

文
書
伝
達

の
中
核
機
関
と

し
て

の
尚
書
台

に

つ
い
て
は
、
渡
邉

将
智

「政
策

形
成

と
文
書
伝
達
ー

後
漢
尚
書
台

の
機
能
を
め
ぐ

っ
て
ー

」

(『
史
観
』

一
五
九
、

二
〇
〇
八
年
)
参
照
。

(
30
)

前
掲
註

(
7
)
冨
田
氏
A
論
文
参
照
。

こ
の
点
、
渡
邊

将
智

「後
漢
洛

陽
城
に
お
け
る
皇
帝

・
諸
官

の
政

治
空
間
」

(『史

学
雑
誌
』

一
一
一
九
-

一
二
、

二
〇

一
〇
年
)

は

「
武
帝
期
以
来

の

『
内
朝

官
』

を
解
体
し

て
側
近
官

を
縮

小
再
編
成

し
」
た
と
指
摘

さ
れ
て

い
る
。

(
31
)

山

田
勝
芳

「後
漢

の
大
司
農
と
少
府
」

(『
史
流

』

一
八
、

一
九
七
七
年
)

参
照
。

(
32
)

例
え
ば
、
重
近
啓
樹

「前
漢

の
国
家
と
地
方
政

治
-

宣
帝
期
を
中
心
と

し
て
i

」

(『
駿
台
史
学
』

四
四
、

一
九
七
人
年
)
、
前
掲

註

(
11
)
所
掲

の
紙
屋

氏
著
書
、
佐
藤
直

人

「秦
漢
期

に
お
け
る

郡

県
関
係
に

つ
い
て
ー

県

の
性
格
変
化
を
中

心
に
ー

」

(『
名
古

屋
大
学

東
洋
史
研
究
報
告
』

二
四
、

二
〇

〇
〇
年
)
、

小
嶋

茂
稔

「前
漢

に
お
け
る

郡
の
変

容
と
刺
史

の
行
政
官

化
に

つ
い
て
の
覚
書

」

(二
〇
〇
四
年
初
出
、

の
ち
改
題

の
う

え
、

同
氏

『
漢
代

国
家
統
治

の
構
造
と

展
開
ー

後
漢
国
家
論
研
究
序

説
-

』
汲
古
書
院
、

二
〇

〇
九

年
、
所
収
)
な
ど
。

(33
)

前

掲
註

(
11
)
所
掲

の
紙

屋
氏
著
書
参
照
。

(34
)

漢
代

の
州
制

研
究
と

し
て
は
、
櫻

井
芳
朗

「御
史

制
度

の
形
成

(上

)

(下
)
」

(『
東
洋
学

報
』

二
三
-

二

・
三
、

一
九
三
六
年

)
、
厳
耕
望

『
中
国

地
方
行
政
制
度
史

甲
部

秦
漢

地
方

行
政
制
度
』

(
一
九
三
六
年
初

出
、
中
央
研
究
院
歴
史

語
言
研
究
所
専
刊
之

四
五
、

一
九
九
〇
年
)
、
安

作
璋

・

熊

鉄
基

『
秦
漢

官
制
史
稿
』

下
冊

(斉
魯

書
社
、

「
九
八

五
年

)
、
王
勇
華

『
秦
漢

に
お
け
る
監
察
制
度

の
研
究
』

(朋
友
書
店

、
二
〇
〇

四
年

)
、
前

掲

註

(
32
)
所
掲

の
小
嶋
氏
著
書

な
ど
。

(
35
)

前

掲
註

(
8
)
拙
稿

A
第

二
節

参
照
。

(
36
)

両
漢
交
替

期

の
群
雄

に

つ
い
て
は
、
木
村

正
雄

『
中

国
古
代
農
民
叛

乱

の
研
究
』

(東
京
大
学

出
版
会
、

一
九

七
九
年
)
、
前

掲
註

(
32
)
所
掲

の
小
嶋

氏
著

書
第

一
章

「後
漢
建

国
に
至
る
政
治
過
程

の
特
質

と
郡
県
制
」
参
照
。

(
37
)

光

武
帝

期

の
軍
備
縮
小

に

つ
い
て
は
、
濱

口
重

國

「光
武
帝

の
軍
備
縮
小

と
其

の
影
響
」
(
一
九

四
三
年
初
出
、
同
氏

『
秦
漢
隋
唐

史

の
研
究
』
上
巻
、

東

京
大
学
出
版
会

、

一
九

六
六
年
)
、

小
林
聡

「後
漢

の
軍
事
組
織

に
関
す

る

一
考
察
ー

郡
国
常
備
兵
縮

小
後

の
代
替

兵
力
に

つ
い
て
ー

」

(『
九
州

大



学
東
洋
史
論
集
』

一
九

、

一
九
九

一
年
)
な

ど
を
参
照
。

(
38
)

た
だ

し
、
後
漢

で
も
辺
郡
で
は
都
尉
が
設
置
さ

れ
る

こ
と
が
あ
る

(
百
官
志

五
、
州
郡

の
条
)
。

(
39
)

両
漢

の
県
数
に

つ
い
て
は
、
前
掲

註

(
11
)
所
掲

の
紙

屋
氏
著
書

五
九

一
頁
～
五
九

二
頁

の
註

(
56
)
で
指
摘

さ
れ
る
よ
う

に
、
『
漢
書
』
地

理
志

・
『
続

漢
書
』
郡
国
志

の
記
述

と
各

郡
ご
と

に
記
さ

れ
た

県
数

の
総
数

(地
理
志
が

一
五
七
七
県
、
郡
国
志
が

一
↓
六
〇
県
)
と

で
は
異
な

る
。

(
40
)

光
武
帝
期

に
お
け

る
諸
侯
王
国

の
省
併

に

つ
い
て
は
、
鎌

田
重
雄

「後
漢

の
王
国
」

(
一
九
六
〇
年
初
出
、

同
氏

『
秦
漢
政
治
制
度

の
研
究
』

日
本
学

術
振
興
会
、

一
九

六
二
年
、

所
収
)
参
照
。

(
41
)

例

え
ば
、
濱

口
重
國

「
所
謂
、
晴

の
郷
官
廃

止
に
就

い
て
」

(
一
九

四

一
年
初

出
、
前
掲
註

(
37
)
所
掲

の
濱

口
氏
著

書
下
巻
所

収
)
な
ど
を

参
照
。

(
42
)

鎌

田
重
雄

「漢
代

の
郡
都
尉
に

つ
い
て
」

(
一
九

四
七
年
初
出
、

の
ち
改
題

の
う
え
、
前
掲
註

(
40
)
所
掲

の
鎌

田
氏
著
書
所
収
)
参
照
。

(
43
)

前
掲
註

(
8
)
拙
稿

A
参

照
。

(
44
)

藤

岡
喜
久
男

「前
漢

の
監
察
制
度

に
関
す

る

一
考
察
-

特

に
、
刺
史

と
郡
県
制
度
と

の
関
聯

に

つ
い
て
ー

」

(『
史
学
雑

誌
』

六
六
-

八
、

一
九
五
七

年
)
参
照
。

(
45
)

前
掲
註

(
11
)
所
掲

の
紙
屋
氏
著
書
参
照
。
と
く

に
、
第

八
章

「サ
湾
漢
墓
簡
憤

と
上
計

・
考
課
制
度
」

(
一
九
九

七
年
初
出
)
参
照
。

(
46
)

前
掲

註

(
34
)
櫻
井

氏
論
文
参
照
。

な
お
、
光
武
帝

期

の
監
察
体

制
で
は
低
秩
官

に
よ
る
監
察
が
重
視
さ

れ
た

こ
と

つ
い
て
は
、
前
掲
註

(8
)
拙
稿

A

第

一
節
参
照
。

(
47
)

東
晋
次

「後
漢
初

に
お
け
る
皇
帝
支
配
と
外
戚

・
諸
王
」

(
一
九
七

五
年
初

出
、

の
ち
改
題

の
う
え
、
前
掲

註

(
1
)
東
氏
著
書
所
収
)
参
照
。

(
48
)

例
え
ば
、
櫻
井
芳
朗

「秦

漢
時
代
」

(前
掲

註

(6
)
所
掲

の
和

田
氏
編
著
書

所
収

)
参
照
。

(
49
V

尚
書

の

「陛

下
の
喉

舌
」
と

い
う
別
称

に

つ
い
て
は
、
前
掲
註

(
7
)
冨
田
氏

B
論
文
参
照
。

(
50
)

後
漢
末

に
お
け

る
州

制

の
質
的
変
容

に

つ
い
て
は
、
前
掲
註

(
8
)
拙
稿

B
参

照
。


